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はじめに 

 
 
今年も多くの方々のご協力をいただき、精神障害者地域生活移行をテーマと

した研究を終えることができました。本当にありがとうございます。これで同

じテーマで 3 年間も続けることができたこととなります。 
平成 19 年度はコンピテンシー、ハイパフォーマー（好業績者）のとる特長的

な行動。平成 20 年度はハイパフォーマーを育てる経験。そして、今年度、平成

21 年度は、精神障害者地域生活移行支援者の育成システムをテーマに研究をい

たしました。 
 
読みやすいハウツー本を目指しましたので、経験者、新人を問わずに読める

かと思います。しかし、管理者にとってはどうだろうかなと思う部分もありま

す。今回の研究には３法人の管理者にご協力をいただいて、支援者の育成シス

テム作りを試みました。３法人には共通する課題があり共通する課題解決シス

テムがあるだろうと想定しましたが、全くないということが明らかになったの

です。これは意外でしたが納得のいくものでもあります。 
 
支援者は、法人にとって法人使命を果たしヴィジョンを実現する担い手です。

誰のために何をなすのか。法人の歴史や状況の違いだけではなく、地域の歴史

や状況も違うので、法人使命もヴィジョンも違ってきます。また、目標達成の

ためには計画が必要であり、計画は仕事、人、ルールによって構成され、風土

がこれを決定づけると言われることからも、３法人の「人」の育成課題は共通

せず、システムも共通しないのも現状では当然のことかもしれません。 
一方、社会的入院をしている人とその環境の共通点は多いことから、支援者

の行動やそれを促す経験には共通が多いのだと考えられます。 
つまり、現状改革という方向においては有効な行動が多くありその模倣は効

果的であるけれど、構築する方向となると有効な行動は精緻な組み立てが必要

とされ模倣は効果をあげにくいと考えられます。 
 
地域の未来を考え、精神障害者の豊かな生活作りをこれに組み込み、これを

支える法人のヴィジョンと戦略を描き、この法人を構成する職員の育成方針を

作る。簡単なことではありませんが、支援者となれる「人」を育てるには艱難

 



 

 

が多く忍耐が必要です。ましてや、社会という巨大な混沌の中で支援者集団を

育成する工程にある、艱難と忍耐の質量は想像に難くありません。 
 
それでも、精神障害者が背負わされたこの国での不幸の歴史を考えれば必要

な努力は些少です。また、必ず報われるものと信じます。この３年間の研究成

果が精神障害者の地域生活移行に活用され、支援者の育成に少しでも役立てば

この上ありません。懐疑的に読み進めて頂き、ご活用いただきますようにお願

い申し上げます。 
 

平成２１年度研究謝辞に代えて 
社会福祉法人 富士福祉会 

星野 久志 
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はじめに 

 
研研究究方方法法  

 
一昨年度、昨年度の研究から見えてきたことは「地域生活移行支援者の人材育成」のみ

を対象としても、人材育成の全体像が見えてこないということでした。多くの地域生活移

行支援者は精神障害者を地域生活移行するための支援に関する研修や経験で成長してきた

わけではなく、さまざまな場面での先輩の指導や助言、病院での勤務経験、法人内での他

の業態への異動等複合的な経験や育成される経験を経て、今の自分を確立しているという

ことでした。加えて、それは個人の向上心のみから成長したということではなく、所属す

る法人のサポートや考え方が大きな影響を与えていたということができます。したがって、

本研究事業では「地域生活移行支援者の人材育成」のみに焦点をあてるのではなく、それ

をサポートする組織としての人材育成の在り方に焦点をあてて進めていきたいと考えてい

ます。その上で、最後に地域生活移行支援者の人材育成について言及していきたいと思い

ます。 
なお、研究事業を進めるにあたり、３つの法人にご協力いただきました。 

 
本研究はいわゆる研究論文的に報告書をまとめるのではなく、実践の場で組織としての

人材育成を進めるための指針となるようなものにしていきたいと考えています。そのため、

本研究は次のようなプロセスで整理しました。 
 
① 経営学等先行研究、先行事例より組織として人材育成の仕組みを構築するプロセスの仮

説を構築します。 
② ①の仮説にもとづき先述した 3 法人に組織としての育成計画を構築します。 
③ ②の過程で生じた 3 法人ごとの課題とその解決策を整理します。 
④ ③をもとに①で構築した人材育成の仕組みを構築するプロセスを、精神保健福祉サービ

スを提供する組織にアレンジし報告書として作成します。また、3 法人の事例をもとに

発生しうる課題を整理し、その対応策を具体事例として提供します。 
 
なお、育成計画を作成する際には外部研修体系も重要な要素であることから、社団法人

日本精神保健福祉士協会およびその関係団体（支部や任意団体を含む）、株式会社日本能率

協会（横浜事業所）に研修の現状をインタビュー調査しました。この点に関しては、法人

計画を個別計画に落とし込む際の情報源として盛り込んでいます。 
また、昨年度事業の成果である退院促進支援事業実施者のコンピテンシーチェックリス

トは文中の育成対象者のアセスメント（評価）の際に活用するものとして定義しています。

アセスメント（評価）の重要性については後述するのでそちらを参考にしていただければ

と思います。 
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はじめに 

 

研研究究対対象象法法人人のの概概要要  

研究対象法人として、以下の３法人にご協力いただきました。 
 

表 1 研究対象法人 
法人 A 法人 B 法人 C 法人 

所在地 東京都 東京都 富山県 

職員数 66 名 

常勤 43 名 

非常勤 23 名 

34 名 

常勤 19 名 

非常勤 15 名 

25 名 

常勤 17 名 

非常勤8名（嘱託医除く）

事業 ・就労・生活支援センタ

ー：1 事業 

・小規模通所授産施設：

４施設 

・生活訓練施設：１施設

・多機能型就労支援事業

（就労移行支援、就労継

続Ｂ）：１施設 

・相談支援事業：数施設

・居住支援サービス：数

施設 

・就業・生活支援センタ

ー：1 施設 

・就労移行支援事業所：

1 施設  

・地域活動支援センター

（Ⅰ型）・相談支援事業

所：1 施設  

・地域活動支援センター

（Ⅱ型）：1 施設  

・精神障害者小規模通所

授産施設：1 施設 

・（相談支援センター）

相談支援事業所、地域活

動支援センター、日中一

時支援事業所：１施設 

・（生活支援センター）

生活訓練事業所、一体型

共同生活介護事業所、短

期入所事業所：１施設 

・（就労支援センター）

多機能型就労支援事業

所（就労移行支援、就労

継続支援Ａ、就労継続支

援Ｂ）  

定員数および 

利用者数 

・就労移行支援、就労継

続支援、小規模通所授

産：計 88 名［定員］ 

・生活訓練施設：20 名

［定員］ 

・居住支援サービス：26

名［定員］ 

・地域活動支援センター

（Ⅰ型）：登録 123 名 

・地域活動支援センター

（Ⅱ型）：利用者数 39 名

・就労移行支援：計 32

名[定員] 

・精神障害者小規模通

所授産施設：19 名[定
員] 

・相談支援センター：年

間 5000 件（実績） 

・生活支援センター：計

38 名[定員] 

・就労支援センター：計

40 名[定員] 

事務局メンバ

ー 

理事 2 名 

事務職員 1 名 

理事長 1 名 

本部職員 4 名 

統括施設長 1 名 

副統括施設長 1 名 

係長 1 名 

平成 21 年 10 月 1 日現在 
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はじめに 

 
研研究究のの進進めめ方方とと議議論論内内容容  

育成計画を作成するために以下のような手順で打合せを行いました。 
 

表 2  A 法人打合せ 

打合せ 時間 内容 

第 1 回 キックオフ 約 2 時間 ・ 全体の手順の説明 

・ コンピテンシーチェックリストの説明 

・ 各種法人の概要や人材育成に関する書類関

係の確認 

第 2 回 法人概要の確認 約 2 時間 ・ 法人ごとの人材育成に関する考え方の確認 

・ 人材育成上の現状の問題点について 

・ 受領資料に関するインタビュー 

インタビュー 一人1.5時間

×人数 

・ 内容は後述 

・ 18 名にインタビューを実施した 

第 3 回 結果報告 約 2 時間 ・ 資料調査、コンピテンシーチェックリストの

結果報告 

第 4 回 結果報告 約 2 時間 ・ インタビュー調査を踏まえた全体的な結果

の報告 

第 5 回 取組み検討 約 2 時間 ・ 第 3 回、第 4 回の結果報告をもとに、新た

な人材育成の取り組みの具体策の検討 

第 6 回 ワークショップ開 

催の準備 

約 2 時間 ・ 第 5 回で報告した内容を具体的に進めるた

めに、職員参加のワークショップ開催を決定

・ ワークショップを開催するための準備とし

ての打合せ 

第 7 回 ワークショップ開 

    催 

約 9 時間 ・ 終日用いて、A 法人の課題であった人材ヴィ

ジョンと成長のステップの整理 

【備考】 

A 法人では、人材育成に関する課題の抽出だけにとどまらず、具体的な育成プランのための

作業を行っています。 
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はじめに 

表 3  B 法人打合せ 

打合せ 時間 内容 

第１回 キックオフ 約２時間 ・ 全体の手順の説明 

・ コンピテンシーチェックリストの説明 

・ 各種法人の概要や人材育成に関する書類関

係の確認 

第２回 法人概要の確認 約２時間 ・ 法人ごとの人材育成に関する考え方の確認 

・ 人材育成上の現状の問題点について 

・ 受領資料に関するインタビュー 

インタビュー 一人１．５時

間×人数 

・ 内容は後述 

・ B 法人では、すべての常勤職員にインタビュ

ーを実施 

第３回 結果報告 約２時間 ・ 資料調査、コンピテンシーチェックリスト、

インタビュー調査を踏まえた結果の報告 

第４回 取組み検討 約２時間 ・ 第３回の結果報告をもとに、新たな人材育成

の取り組みに向けた具体策の検討 

第５回 職員ワークショップ

への参加 

約５時間 ・ 事務局以外の職員(当法人の中堅クラス)の

認識の共有を目指したワークショップの開

催 
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表 4  C 法人打合せ 

打合せ 時間 内容 

第 1回 キックオフ 約 2時間 ・ 全体の手順の説明 

・ コンピテンシーチェックリストの説明 

・ 各種法人の概要や人材育成に関する書類関

係の確認 

第 2回 法人概要の確認 約 2時間 ・ 法人ごとの人材育成に関する考え方の確認 

・ 人材育成上の現状の問題点について 

・ 受領資料に関するインタビュー 

インタビュー 一人1.5時間

×人数 

・ 内容は後述 

・ 13 名にインタビュー 

第 3回 結果報告 約 2時間 ・ 資料調査、コンピテンシーチェックリスト、

インタビュー調査を踏まえた結果の報告 

第 4回 取組み検討 約 2時間 ・ 第 3回の結果報告をもとに、新たな人材育成

の取り組みに向けた具体策の検討 

 
 



第 1 章 組織としての人材育成 

 
 
 
 
 
 
 

第 1 章 組組織織ととししててのの人人材材育育成成  

第１章 

 
 

人材育成は誰が行うものなのでしょうか。誰が責任を持つものなのでしょう

か。この問いには様々な視点から白熱した議論が行われており、答えが出てい

ません。論点は、2 つです。ひとつは、「組織（企業）で活躍してもらうために、

組織として人の育成に力を入れるべきだ」というもの、もうひとつは、「自らの

キャリアとして自分自身で行うものだ」というものです。もちろん、どちらが

正しいというものではなく、どちらか一方をやればいいというものではありま

せん。しかし、福祉分野では人員不足等の様々な理由から、個人の「向上心」

に頼った育成がなされてきたように思います。これまでの研究からはそれだけ

では駄目だということがわかってきました。したがって、本研究では育成の視

点で弱いと思われる「組織としての人材育成」に着目して論じます。 
精神保健福祉に限らず、福祉サービスを提供する組織は人を相手として、職

員個々の手による支援です。そのため、職員個々の能力向上がそのまま組織の

力を強くすることになります。組織の向かっていく方向を職員の間で共有し、

「理念」に合わせて人材育成を行うことは、多くの組織が考える「利用者のた

めの支援」を実現する上でも重要な経営課題であるといえます。 
組織として人材育成を進めるためには、研修制度を充実させることも重要で

すが、それ以上に組織の理念を実現するためにどうやって人を育てていくかと

いうことを念頭において進めていくことがより重要です。研修制度の充実はあ

くまでそのための手段ということになります。本章ではまず、「法人や組織とし

ての理念」と「人材育成」の考え方を整理し、「組織としての人材育成」を行う

べきであることを確認していきます。 
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第 1 章 組織としての人材育成 

 
１－１ 組織理念と人材育成 

人材育成に理念がなぜ必要であるのでしょう。その答えは、なぜ人材育成を行うのか、

という問いに答えることと同義です。ひとつ例を用いて考えてみましょう。 
 

■ ある架空の施設における組織理念が必要な例 

 

ある精神保健福祉事業所がありました。 

利用者は、通える場所にあるからといった理由でその施設を利用しています。し

かし、本心では別の施設を利用したいと思っています。なぜならば、職員の態度は

悪いし、支援内容もプログラムも、日々の挨拶もぜんぜん“ダメ”なのです。しか

し、他に移るところがないので、しぶしぶその施設に通っています。 

 
一見すると、この法人は人材育成をしたほうが良いように思えます。職員の支援に対す

る態度を改めさせることが大切であるように見えます。しかし、本当に人材育成が必要か、

必要でないかはこの情報だけではわかりません。それは、この法人が「現状をどのように

捉えているか」により変わるからです。現状に問題があり改善する必要があると捉えてい

るのであれば、人材育成をする必要があります。しかし、現状のままでよいと考えている

のであれば人材育成は必要ありません。なぜなら、組織がそれでよいと考えているので成

長しなければいけない理由が無いからです。むしろ、現状で組織は満足しているのであれ

ば、人材育成のためにどのようなことをしたとしても効果は無いでしょう。 
上記は極端な例ですが、どの組織でも「これでいいだろう」という満足するための基準

は少なからずあるのではないでしょうか。そういった中で「少しでも良いサービスを提供

していくようにしよう」と組織を方向付けていくためには、組織としてどうありたいかと

いう「組織理念」が必要なのです。そして、「組織理念」を実現させようとする行動こそが、

職員一人ひとりが今よりも成長することに目覚める瞬間であるといえます。それこそまさ

に、人材育成が必要な理由なのです。 
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１－２ 理念を計画に具体化する 

前節では、人材育成にとって組織理念が必要であると述べました。ここでは、組織理念

をいかにして人材育成につなげていくのかについて説明します。 
 

■ 組織理念とは 

「組織理念」とは、法人や組織が担っている使命のことです。法人や組織がどんな目的

で設立されたのか、何を実現するために存在しているのかを明確に示していることが必要

です。組織経営をしていく上での必要最低限ともいうべき事柄といえます。 
法人の理念を実現するための人材を育てることが人材育成の本質であるといえます。で

は、「組織理念」を掲げる事で人材育成は進むでしょうか。実は、それほど簡単ではありま

せん。以下の記述は、今回調査対象となった法人の職員にインタビューをした際、「将来ど

んな職員になりたいですか？」という問いに対する回答です1。 
 

 

【ある研究対象法人 勤続 5 年目～10 年目程度の職員の声】 

私は当法人に就職してから、就労系の事業所や日中活動系の事業所で働いてき

ました。そこでは、利用者とのかかわり方やこれまで未知の分野だった就労の支

援の仕方を学んだと思います。しかし、就職して数年経過してからでしょうか、

将来自分がどうなるかが見えないのです。 

精神障害者の支援をする上では、精神科病院のワーカーの仕事をすることも重

要な経験だし、当法人が持っていないグループホームやケアホームの仕事をする

ことも支援技術を育てる意味で必要に感じます。一方で、今任されている計数管

理の仕事や申請書類を作成する仕事は正直自分の成長のためには必要がないの

ではと感じることもあります。 

また、その方向性が当法人としても、良いものかどうかもわかりません。 

 
この方は不真面目な職員ではありません。むしろ、真面目な職員だといえるでしょう。

また、組織が｢理念｣として掲げている「言葉」は知っています。言葉としては知っている

にも関わらず、「法人としても良いものかどうかわからない」という言葉にもあるように、

この職員は「自分の目指す方向性」について悩んでいるといえます。 
                                                  
1 法人名、個人が特定されないよう内容は一部改変しています。以下、事例を紹介する際は、インタビュ

ー調査結果をもとに同様の加工をしています。 
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■ 組織理念の意識付け 

組織理念は重要なものではありますが、作っただけで、また紙に書いて掲示しておくだ

けで万事うまくいくというものではありません。組織理念には留意しなければならない点

があります。それは、組織理念は長期的な視点で目指すイメージであることから、表現と

して抽象的なものとなりがちであり、意図的に意識付けを行わなければ職員に浸透してい

かないということです。 
民間企業においても、いかに組織理念を浸透させるのかに注力するところが多くありま

す。あるホテルチェーンでは、毎朝の朝礼時に自らが考える組織理念に沿った行動とはど

のような行動で、自分がどういったことをやっているのかについて発表させています。 
たとえば、「お客様のニーズを把握し、先回りして行動します」という理念があったとし

ます。大枠としては誰もが納得するものだと思います。しかし、詳細に見ていくと、お客

様のニーズとは何か、先回りとはどういったことか、ニーズに応える行動とはなにか、と

いうことについては、それぞれの社員が考える必要があるのです。そこで、そういったそ

れぞれの解釈が求められる部分を発表させることにより、自ら考えるという姿勢を意識付

けることや、解釈を組織として集積していくことができるようになるのです。朝礼の中で、

毎日毎日繰り返し行うことで、自然と理念に沿った行動ができるようになってくることを

目指しています。 
このような理念を浸透させるための努力は、精神保健福祉分野においても、重要なプロ

セスといえます。往々にして、人手不足の福祉分野では入職時のオリエンテーションで簡

単に理念の説明をし、それ以降は何も行わないということが多いのではないでしょうか。

今回、研究対象となった 3 法人でもそのような声が聞かれました。 
 

 

【ある研究対象法人 勤続 5 年目～10 年目程度の職員の声】 

当法人は近年事業所の一つを閉じました。ただ、その意思決定過程もよくわか

らなかったのが正直なところです。なぜ、そのような方針を立てたか説明がほし

かったですね。なんとなく、法人がどっちに向かっているのかが見えてこないで

す。 

組織理念に書かれていることと、こうした目の前の出来事がどうしても整合が

取れずにいます。いろいろ考えると、自分にとってこの法人で働くことが自分の

将来につながるかわからないなと思っています。 

 
上記の職員は、組織理念については言葉としては理解しているが、そのことと法人とし

て行われている意思決定に統一感を持てずにいるということです。入職 5 年を超えている
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ので、ある程度法人内のいろいろな仕事ができるようになってきたところであるといえま

す。しかし、ある程度経験を積んできた職員であっても、だれもが組織理念を理解し、共

感しているかというと、そうではありません。上記の職員のように、日々疑問に思ってい

ることもあります。そのため、組織理念に共感した職員となってもらうためにはそれなり

の仕組みと努力が必要になるのです。 
 

 

【ある研究対象法人 勤続 3 年目の職員の声】 

同じ法人内のベテラン職員の講演を聞く機会がありました。普段一緒に仕事を

していますが、そういった機会はあまり無かったので、とても新鮮でした。 

一番新鮮だったのが、うち（法人）の組織理念と、実際の活動に関連があるこ

とや、ベテラン社員が精神保健福祉分野に対しどのような働きかけをしたいのか

などが再発見されました。案外、立派なことをやっているんだなと、自分の仕事

に誇りを感じました。 

日常の仕事の中では、目の前の仕事に追われてしまって、組織理念とか、自分

が入職したときの気持ちとか忘れてしまっていたなと反省しています。 

 
実は、上記の例は先ほどと同じ法人から出てきた意見です。組織理念が共有されていな

いという意見がありますが、その一方で、理念と実際の活動とが結びついたという意見も

あります2。つまり、この法人が何もやっていないということではないのです。組織理念は、

きちんときっかけを作らなければ、共有することや意識付けをすることが難しいものなの

だといえます。 

                                                  
2 話を聞くことができれば、自分の仕事が何かが見えてくるということはよくあります。 
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■ 人材ヴィジョンの設定から人材育成へ 

これまで、組織理念の重要性、また職員に理解や意識付けさせていくことの難しさを述

べてきました。ここからは、組織理念をより具体化していき、いかに人材育成に結びつけ

るかについて述べていきます。全体像を示したのが図 1です。 
 

組織 理念

人材ヴィジョン

人材育成計画
（組織としての）

職員個々人の育成計画

中長期事業計画

求める人材像

人事制度との連動

現在の力量と
求めるベルの

ギャップをチェック

目標を持って育成の実施

育成方法、育成担当
の検討

育成者と育成担当
との話し合い・合意

人材ポートフォリオ

組織方針

コンピテンシー

風土・文化

 

図 1 理念と人材育成の関係 

めた「計画」や個々人の育成プランに「組織理念」を反映させていくことにな

り

その際、

「

 
 
「組織理念」から人材育成に結びつける具体的な手順は、人材育成として実際に何を行

うのかを定

ます。 
「組織理念」とは、前述したとおり、組織としていかにありたいかということを示した

ものです。これは、長期的なあるべき姿です。組織として中長期的に（通常 3 年から 5 年）、

どのような事業を行っていくのかを「中長期事業計画」として立案します。また、

中長期事業計画」を実現するための組織像を示したものが「組織方針」です。 
「中長期事業計画」では、新たなサービスを立ち上げるという計画が含まれることもあ

るでしょうし、就労支援として今まで行ってこられなかった業種への新規開拓というよう

な内容が含まれるかもしれません。同様に、組織を拡大する方針であるとか、職員だけで
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はなく地域のボランティアを受け入れることなどが組織方針として掲げられることも考え

られます。つまり、「中長期事業計画」では、「組織理念」を実現するための具体的な目標

が

」とは、人材育成の目標といえるものであり、目指すべき方向性を示唆する

も

する形で具体的な目標として位置づけ

ら

図ること

で

作りを紹介し、第 5 章では地域生活移行支援者の育

成方法について紹介していきます。 

■ A法人における事例 

掲げられることになります。 
「中長期事業計画」や「組織方針」が明らかになると、それを実現するために必要な人

材のイメージが見えてきます。より良いサービスを提供するためには、豊富な知識や経験

をもった職員が必要になってくるでしょうし、組織を拡大していくのであれば、組織をま

とめる人材が必要になってきます。こういった「組織理念」の実現や「中長期事業計画」

を実行するために必要とされる人材イメージを「人材ヴィジョン」として定義します。「人

材ヴィジョン

のです。 
さらに、「人材ヴィジョン」は、「人材ポートフォリオ」を用いることにより「求める人

材像」として具体化します。「求める人材像」では、法人の中で様々ある役割に応じてどの

ような知識を持っていればいいのか、スキルを持っていればいいのか、働きぶりが求めら

れるのかを具体化したものです。「人材ヴィジョン」が法人としての人材育成のゴールなの

に対し、「求める人材像」は、中長期事業計画と連動

れるものです（詳細は第 2 章にて説明します）。 
その後、人材育成のゴールを目指し、組織としての人材育成計画を立案・実行します。

ここでは、具体的にどのように OJT（職場内教育：オージェーティ）を進めていくのか、

研修を受講するのかなどを組織的に決めていくことになります。なお、実際に人材育成を

進める上では、人事制度との関係は無視することができませんし、うまく連携を

より良い人材育成につなげることができます（詳細は第 3 章で説明します）。 
人材育成の計画は、組織的に行う方針と個々人に合わせた育成計画とに分類されます。

第 4 章では、組織としての育成の基準

 

A 法人は、３０年前に作業所としてスタートしています。現在とは法律も社会環境も異な

る時期でしたが、精神障害者であっても「地域で誇り高く生きていくことを支えること」

と

して、グループホームやケアホームの開設という具合に組織を拡大

させていきました。 
 

いう理念に沿ってスタートしました。 
その後、理念に沿って生活の場面をサポートするための施設を開設していきます。具体

的には、働くことを支援するために授産事業をスタートさせ、日中の居場所の提供、相談

事業、居住サービスと
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作業所

相談

居住

・約30年前に、家族会が開設した無認可作業所からスタート・約30年前に、家族会が開設した無認可作業所からスタート

・約15年前に、障害や生活についての相談するサービスを開

始
・日中の生活訓練の場として、また、居場所としても提供

・約15年前に、障害や生活についての相談するサービスを開

始
・日中の生活訓練の場として、また、居場所としても提供

・約10年前に、独立した生活が送れるようにする居住サービ

スを開始

・約10年前に、独立した生活が送れるようにする居住サービ

スを開始

地
域
で
誇
り
高
く
生
き
て
い
く
こ
と
を
支
え
る
こ
と

授産 ・約25年前に地域生活リハビリテーションの場として地域作

業所（授産）活動として位置づける

・約25年前に地域生活リハビリテーションの場として地域作

業所（授産）活動として位置づける

 

図 2 A 法人の沿革 

、

組

ではないでしょう。ひとつの

サ

的活動が必

要

「人材ポートフォリオ」「求める人材

像」は変化をしていくことになります。 
 

 
A法人では、明確に中長期事業計画という名称で計画を作ってきたわけではありませんが

織理念を実現するために、図 2にあるように事業を拡大させてきたことになります。 
組織理念である「地域で誇り高く生きていくことを支えること」について考えてみると、

この組織理念を実現させるためには、A 法人のやり方がすべて

ービスに特化するということも方針のひとつといえます。 
A 法人では、「どんな人でも安定した心で暮らすためには、安心して眠り、食事ができる

生活の場と、何でも相談できる人、そして周囲から感謝される仕事などの社会

です」という考え方から、必要なサービスを拡大してきたことになります。 
つまり、組織理念を実現するために、具体的に何を行うのか（中長期事業計画）は、法

人として決め、実行していく必要があるわけです。当然のことながら、中長期事業計画が

変わるわけですから、それ以降の「人材ヴィジョン」
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第２章 人人材材ヴヴィィジジョョンンをを考考ええるる  

第２章 

 
 

仕事をしていれば、「あの人はできる人」だとか、「あの人はいまいちだ」と

いうことを感じたりすることはどのような職場でもあることです。こういった

考えの裏には、「本当ならこういう仕事をして欲しい」という理想的な仕事のイ

メージがあるといえます。では、その理想的な仕事をする職員像とはどのよう

な人なのでしょうか。 
わかっているようで、実は人によって認識が違うということが多いようです。

同じ組織内においても同じ職員像を描き出していないこともあります。言い換

えると、目指すべき職員像の認識が人により異なるということです。このよう

なずれが生じるということは、組織として人材育成を進める上で留意しなけれ

ばならないポイントです。 
そこで組織として組織理念を達成するために、どのような人材が欲しいのか、

どのような人材になって欲しいのかを明確にしておくことが必要となります。

それを整理したものを「人材ヴィジョン」と呼びます。「人材ヴィジョン」は、

組織として人材育成を行う上での目標となるものです。 
本章では、人材ヴィジョンとはどのようなものか、どのように作成していく

のかについて考えていきます。まずは、人材ポートフォリオという考え方を紹

介します。そして人材ポートフォリオの考え方から「求める人材像」を定義し

ていく手順について紹介していきます。 
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２－１ 人材ヴィジョンとは 

人材ヴィジョンとは、人材育成の目標となるものです。具体的にその目標について考え

ていきましょう。 
簡単な例を用いて説明します。現在、仕事をしている上で目標としている人物はいるで

しょうか。また、こうありたいというイメージはあるでしょうか。一度、想像してみてく

ださい。 
描き出されたものは、業界での有名人や、組織内の先輩といった具体的な個人名かもし

れません。どういった例であったとしても、今描き出した目標像やイメージというものが

人材ヴィジョンの原型となるものです。今描き出されたイメージは個々人にとっての目標

となるものであり、個々人により異なると思います。この異なったイメージを組織として

統一化したものが人材ヴィジョンです。つまり、法人として統一した目指すべき人材のイ

メージや目標が人材ヴィジョンといえます。 
人材ヴィジョンを確認するためには、第三者が入る際には図 3にあるような方法を使い

ます。このような方法を使うことで、法人の「組織理念」「中期事業計画」を確認し、「人

材ヴィジョン」「OJT、研修などの人材育成策」を確認することとなります。 
第三者が入らない場合は、管理者と職員、経営層が互いに話し合う中で確認していくこ

ととなります。 
 

⽂書類の整理

インタビュー

法⼈内にある制度や、⼈事上のルールを定めた⽂書類の内容を整理。法⼈内にある制度や、⼈事上のルールを定めた⽂書類の内容を整理。

職員にインタビューを⾏い、どのような⼈材が求められるのかを聴取職員にインタビューを⾏い、どのような⼈材が求められるのかを聴取

 
図 3 情報収集方法 
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２－２ 人材ヴィジョンの検討方法 （A法人における再構築方法） 

A 法人では、もともとあった人材ヴィジョンから新しい人材ヴィジョンに再構築しました。

その手順と要点を解説いたします。 
 

■ 全体像 

A法人では、前述したとおりの情報収集を行った結果、人材ヴィジョンがこれまで組織の

中で整理されてきたものとは違う整理をされ方をしていたので、再構築する必要があると

いう結論に至りました。具体的には、図 4の手順に沿って行っています。 
 

職員インタビューによる
問題点の把握

事務局で問題点の整理

事務局にて
あるべき人材ヴィジョンの

仮の案を作成

・「人材ヴィジョン」「組織理念」の共有状況、それに
合わせた働き方をしているかを確認します

・不満や不安についても聞き取ります

・「人材ヴィジョン」「組織理念」の共有状況、それに
合わせた働き方をしているかを確認します

・不満や不安についても聞き取ります

・事務局にて、インタビューから得た問題点を把握した
上で内容を整理します

・事務局にて、インタビューから得た問題点を把握した
上で内容を整理します

・問題点を解決するためのあるべき人材ヴィジョンの仮
の案を作成します

・問題点を解決するためのあるべき人材ヴィジョンの仮
の案を作成します

職員ワークショップにて
人材ヴィジョンを定義

事務局でまとめ、組織として
オーソライズ

・仮の案をもとに内容を確認します
【参加者】施設管理職以上

・仮の案をもとに内容を確認します
【参加者】施設管理職以上

・ワークショップでの議論内容を事務局でまとめます
・組織的にオーソライズできる形に加工を行うこともあ

ります

・ワークショップでの議論内容を事務局でまとめます
・組織的にオーソライズできる形に加工を行うこともあ

ります

①

②

③

④

⑤

 

図 4 A 法人の人材ヴィジョンの策定方法 

ンタビューを実施しました。利

害

 
①は、現状把握が目的です。普段、接しているとなかなか現状を客観視できないもので

す。研究活動でなくとも、客観的に現状を把握できるかがポイントになります。今回は研

究事業ということもあり、外部機関の協力を得て第三者イ

関係がない分、本音で色々なことを話せたようです。 
②、③は、客観的に得られた情報を事務局内で刷り合わせていくプロセスです。①はあ

くまで「職員の視点」から見た現状ですので、それを「組織の視点」にしていく必要があ
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ります。そのため、理事（経営者）と一緒に①の結果を踏まえて人材ヴィジョンを考えて

い

プロセスで

す

がないと議論だけで終

わってしまい、結果を法人に浸透させることができなくなります。 

くことになりました。 
④は、②、③で作成した「事務局案」を組織として合意形成するために行う

。A 法人では、中核的な職員となる施設長クラスと共に議論を行いました。 
⑤は議論した結果を意思決定するということです。このプロセス
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■ 職員インタビューによる問題点の把握 

A 法人においては、職員へのインタビューの結果、現在設定している人材ヴィジョンが実

態と合わないのではないかという仮説が浮かび上がりました。具体的には以下のような発

言がありました。 
 

 

【A法人におけるインタビューにおける発言】 

 

• 「人材ヴィジョン」を定義していますが、内容としては利用者支援を行う

仕事だけの定義にとどまっています。実は、この定義を作る際にマネジメ

ントなどの人材像についても必要だと思っていたのですが、組織全体で統

一できませんでした。議論がまとまりませんでした。そのため、合意でき

た部分だけが残っています。個人的には、問題があると思います。 

• 複数の施設があるので、人材育成を行うことや組織を管理していく意味で

マネジメントを行う人材が必要だと思います。 

• マネジャー的人材が必要だと思いますし、自分がその役割があるとは思う

んですが、自分の考える人材像と他の人が考えている人材像には違いがあ

る気がしています。 

• 仕事として必要になるのは、利用者の障害を理解した上でのケア、自ら調

理を行うことといった授産活動におけるそれぞれの作業を自分で行うこ

と、行政との交渉などがある。分業が難しいので、コアとなる業務につい

ては全員ができるようにならなければいけないと思う。 

 
A 法人では、既に人材ヴィジョンを示すものとして、A 法人で目指すべき目標を示してい

ました。その内容は、上記発言にもあるように、精神保健福祉分野の職員として求められ

る利用者支援に関するものでした。 
インタビューをしていくと、A 法人においては利用者支援については問題なくできている

という認識を持っている人が多かったものの、組織をマネジメントするという視点が弱い

ということがわかってきました。また、上記発言にあるように、具体的には、自らの組織

については意識することができるが、法人全体のこととなると考えが浅かったり、考えて

いないと感じられるという意見がありました。 
しかしながら、組織をマネジメントするという意味において、「人材ヴィジョン」には記

述がないことから、人により認識にずれが生じていました。具体的には、経験年数が長い
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職員の中でマネジメント能力に差が生じていました。 
インタビューにおいて得られたことをまとめると以下のとおりです。 
 

• A 法人においては、「利用者支援を行う仕事」と「組織をマネジメントとする仕事」

の２つの仕事に大別できる 
• 「利用者支援を行う仕事」については、過去に設定した人材ヴィジョン「人材ヴィジ

ョン」を定めてあることにより、現時点でも十分育成することができている 
• 一方、「組織をマネジメントする仕事」については、人材ヴィジョンが定められてお

らず3、人により認識が違うことがわかった。 

                                                  
3 実際には人材ヴィジョンの中に「組織をマネジメントする仕事」に関する記述があったた

め、分類を行った。 
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■ 事務局での人材ヴィジョンの仮の案を作成 

インタビュー内容をもとに人材ヴィジョンを再構築することとしました。図 4における

③、④が該当します。 
 

 

③ 職員インタビューをもとに、事務局にて仮の案を作成 

④ 仮の案の内容をもとに人材ヴィジョンの定義を職員ワークショップで議論 

 
インタビュー結果からは、「利用者支援をする仕事」と「組織をマネジメントする仕事」

に分けられるという結論に達していたため、まずはその仕事を行う人材の期待される職務

を定義しました。そこで、利用者支援を行う人材を「ケアマスター」、組織をマネジメント

する人材を「マネジャー」としました。 
事務局内での議論により、仮に定義した各人材に対する仕事内容は図 5のとおりです。 
 

マネジャー定義
組織やスタッフの管理を⾏っている職員

・法⼈理念にもとづいて、事業計画及び法⼈
の将来ヴィジョンを構築している。（⽬標
設定する仕事）

・事業計画等に⽰された予算を執⾏し、予実
管理や期中での臨機応変な対応、提案して
いる。（予算執⾏とその管理の仕事）

・法⼈の将来ヴィジョンにもとづいて組織を
構築し、その仕組みを作り出している。
（組織をつくる仕事）

・職員にやる気ができるようコミュニケー
ションを図り、法⼈のすすむべき⽅向に導
いている （動機づけとコミュニケーショ
ンをはかる仕事）。

・法⼈内職員が求められる仕事をしているか
どうかを観察し、判断している （評価測
定する仕事）。

・法⼈内職員が求める⼈材に向かって成⻑す
るように指導育成を⾏っている（⼈材育成
の仕事）。

マネジャー定義
組織やスタッフの管理を⾏っている職員

・法⼈理念にもとづいて、事業計画及び法⼈
の将来ヴィジョンを構築している。（⽬標
設定する仕事）

・事業計画等に⽰された予算を執⾏し、予実
管理や期中での臨機応変な対応、提案して
いる。（予算執⾏とその管理の仕事）

・法⼈の将来ヴィジョンにもとづいて組織を
構築し、その仕組みを作り出している。
（組織をつくる仕事）

・職員にやる気ができるようコミュニケー
ションを図り、法⼈のすすむべき⽅向に導
いている （動機づけとコミュニケーショ
ンをはかる仕事）。

・法⼈内職員が求められる仕事をしているか
どうかを観察し、判断している （評価測
定する仕事）。

・法⼈内職員が求める⼈材に向かって成⻑す
るように指導育成を⾏っている（⼈材育成
の仕事）。

ケアマスター定義
各施設のサービスを通じて利⽤者の⽀援を

⾏う職員

・個別⽀援計画の提案や利⽤者、関係機関と
調整を⾏うなど、利⽤者の⽀援を⾏ってい
る（個別⽀援）

・授産・就労⽀援、居住などの施設ごとの
サービスを通じて利⽤者の⽀援を⾏ってい
る（サービスの実施）

・利⽤者とのミーティングを⾏い、⽀援⽅法
の修正や関係各所とのネットワークの構築
を⾏っている（事業運営）

・苦情を処理すると共に、サービスの向上に
つなげている（苦情の処理）

ケアマスター定義
各施設のサービスを通じて利⽤者の⽀援を

⾏う職員

・個別⽀援計画の提案や利⽤者、関係機関と
調整を⾏うなど、利⽤者の⽀援を⾏ってい
る（個別⽀援）

・授産・就労⽀援、居住などの施設ごとの
サービスを通じて利⽤者の⽀援を⾏ってい
る（サービスの実施）

・利⽤者とのミーティングを⾏い、⽀援⽅法
の修正や関係各所とのネットワークの構築
を⾏っている（事業運営）

・苦情を処理すると共に、サービスの向上に
つなげている（苦情の処理）

 

図 5 A 法人の人材ヴィジョンの定義の仮の案 
 
ケアマスターについては、「個別支援」「サービスの実施」「事業運営」「苦情の処理」を

主な役割と定めています。同じく、マネジャーについては「目標を設定する仕事」「予算執
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行とその管理の仕事」「組織を作る仕事」「動機付けとコミュニケーションをはかる仕事」「評

価測定をする仕事」「人材育成の仕事」としました。ケアマスターについては、これまで用

いてきた「人材ヴィジョン」の定義を準用する形で作成し、マネジャーについては一般的

定義をもとに案を作成しました。 

■ 職員ワークショップの進め方 

な

 

職員ワークショップは、A 法人の管理職以上 8 名を集めて、討議を行っています。 
具体的には、ワークショップにて「ケアマスター」と「マネジャー」がどのような人材

像であるのかを定義し、それぞれの人材像の一番上位に位置づけられる役割を人材ヴィジ

ョンとしています。ここでは、ワークショップの説明を通じて、人材ヴィジョンの再構築

に至った手順（図 6）を紹介します。 
 

 

「ケアマスター」
「マネージャー」

の定義の仮の案の説明

個人で仕事を洗い出す

付箋紙を模造紙に張り付け、
グループ化

・事務局にて議論を行ったそれぞれの定義の仮の案につ
いて説明します

・事務局にて議論を行ったそれぞれの定義の仮の案につ
いて説明します

・個人にて現在A法人で行われている仕事内容について

思いつく限り書き出します

・個人にて現在A法人で行われている仕事内容について

思いつく限り書き出します

・個人で書き出した内容を「ケアマスター」「マネ
ジャー」に分けて模造紙に張り付けます

・貼り付けた付箋紙を内容が近しいものでグループ化し
ます

・個人で書き出した内容を「ケアマスター」「マネ
ジャー」に分けて模造紙に張り付けます

・貼り付けた付箋紙を内容が近しいものでグループ化し
ます

グループへのタイトル付け
と内容説明文検討

全体討論

・グループ化した項目を表すタイトルを作成します
・同じく内容を説明する文章を検討します

・グループ化した項目を表すタイトルを作成します
・同じく内容を説明する文章を検討します

・整理した内容を全体討論します・整理した内容を全体討論します

a

b

c

d

e

 

在の仕事内容を洗い出すことからスタートしました。これは、現在の仕事内容

の

図 6 職員ワークショップ内容 
 

a.では、ワークショップの趣旨の説明と事務局の中で議論してきた仮の案の説明を行いま

した。 
b.では、現

全体像を把握することで、人材ヴィジョンとして定める内容に過不足がないものとする

ためです。 
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c.では、各自が書き出した付箋紙を事務局で作成した案をもとに「ケアマスター」と「マ

ネ

が近しいものごとにグループ化していきました。 
をつけ、内容を説明する文章を作

成しています。 
c.と d.では、以下のようなことを話し合っています。 
 

点

ィジョンを再定義するというプロセスに

よって論点が違うことが明らかになったわけです。こういったことを議論の中ですり合わ

せて明示することには意義があると考えます。 

ジャー」に分け張り付けていきました。さらに、「ケアマスター」「マネジャー」それぞ

れ、付箋紙の内容

d.では、c.にてグループ化した内容それぞれにタイトル

 
 

【ワークショップにおける発言 マネジャーの仕事の定義に際して】 

れると思う 

部下の育成としては、「育成計画を被育成者に動機付けながら立案するこ

計画を進捗管理すること」が挙げられると思う 

りマネジャーの仕事だと思う。 

労務以外にも、組織をまとめていく上で発生する会議などの書類の作成も

と思う 

• その他の項目と仕事内容をもとに比較すると、労務については人事や総務

と合わせてひとつの項目「総務・人事労務」とできるのではないか。 

 

【職員の育成に関して】 

• マネジャーの仕事としては、部下の育成に関する内容が挙げら

• 

と」と「育成

 

【総務や人事】 

• 職員の労務管理などは、やは

• 

マネジャーの仕事だ

 

【タイトルのつけ方】 

• 部下の育成に関する項目については、「職員の育成」とまとめられるので

はないか。 

その上で、作成した「ケアマスター」「マネジャー」の定義を俯瞰し、e.として全体討論

を行いました。 
全体討論においては、「なぜこのようなタイトルにしたのか」ということを説明し、同じ

や相違点を議論により集約していきました。そして、集約されたタイトルの集合体が「ケ

アマスター」「マネジャー」の２本の柱を軸とするA法人の人材ヴィジョンと定義しました。 
当初は、同じ法人内のため、同じような定義に落ち着くのではないかと考えていました

が、実際には複数の論点が存在しました。人材ヴ
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域生活移行を実施するために重視すべきポイントに違いがあるとする解釈となり

ます。 

 

 

【議論の一例】 

議論の中に、地域社会に対して啓蒙をしていく業務は誰が行うべきかについ

て討論がありました。 

あるという意味

で

くことになるから、マ

ネジャーの仕事だと認識しているということでした。 

とに議論を進めて言った結果、マ

ネジャーの仕事であると定義されました。 

 

ある人は、地域社会に対しての啓発とは、障害者とどのように付き合ってい

けばいいのかを伝えることであるから、ケアを行う延長線上に

ケアマスターの仕事だと認識しているということでした。 

一方、別の方は、組織全体の代表として活動をしてい

 

A法人の問題点として、人材ヴィジョンが定まっていないことにより人によ

り認識が違う点があると述べましたが、こういったところにも現れていました。

なお、結果的にはその他の方の意見などをも

 
 
この議論の過程の中で、「地域生活移行支援者」はケアマスターの１職種として取り扱わ

れました。つまり、精神障害者を支援する専門職が担う仕事の位置付けられていたといえ

ます。地
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■ A法人での結論 

A法人で定めた人材ヴィジョンは、表 5、表 6のとおりです。 
 

表 5 ケアマスターの定義と人材ヴィジョン 
 定義 人材ヴィジョンの内容 

全体 

・ 専門スキルを用いて利用者支

援を行うこと。 

・ 法人全体で利用者ニーズに合致し

た支援ができるように、支援計画の

作成やフィードバック、人的ネット

ワークの構築を行っている。 

計画と振

り返り 

・ 傾聴や共感をもとに支援計画

を作成すること。 

・ 支援計画のフィードバック修

正を行うこと。 

・ 実現可能な支援方針と支援計画を

立てている。 

・ 実態に即した支援計画を策定して

いる。 

直接支援

とフィー

ドバック 

・ 支援計画にもとづいた支援を

行うこと。 

・ 支援計画のフィードバック、

を行うこと。 

・ 改善の方策を立て、担当者に指示し

ている。 

・ 経験に裏打ちされた支援に関する

「こつ」を法人内で共有するように

している。 

・ 危機状態にタイミングよく介入す

るためには何が必要かを考え、実際

に介入できている。 

利

用

者

支

援 

ネットワ

ーク 

・ 関係機関、家族等との情報共

有と調整を行うこと。 

・ 利用者のために関係機関との調整

を行い、より良い関係を構築してい

る。 

・ 人的ネットワークを持ち、情報のや

り取りをしている。 
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定義 人材ヴィジョンの内容  

全体 

・ 授産、相談、居住のサービス

を運営すること。 

・ 利用者のためになる福祉サービス

となるように、滞りなくサービスを

運営している。 

企画立案 

・ 授産事業等に関する情報収集

や分析、改善の提案を実施し

ている。 

・ サービス全体の今後を考えた上で、

現在の改善点、今後の方向について

提案を行っている。 

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

運

営 遂行実施 

・ 授産の維持や作業支援を実施

すること。 

・ それぞれの職場にて、他のフォロー

がなくとも一人で仕事ができてい

る。 

（下位要素を準用） 

共

通

項

目 

姿勢、ス

キル、行

動、理念 

・ A 法人として必要な姿勢、ス

キル、行動が取れていること。

・ 理念に共感した行動をするこ

と。 

・ 法人の理念を常に念頭に置きなが

ら、利用者主体の支援を行う。 

・ 部下にも助言・指導をしている。 

コミュニケー

ション 

・ よりよい関係を築く姿勢を持

って行動すること。 

・ 滞在的な問題を常に解決するよう

に指導している。 
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表 6 マネジャーの定義と人材ヴィジョンの内容 

  定義 人材ヴィジョンの内容 

・ チームをまとめ、個々人の目

標設定と進捗、目標修正を行

うこと。 

・ チームの目標達成のため、個々人の

士気を高め、協力しあう雰囲気を作

っている。 育
成
管
理 

・ 目標達成のための業務の役割

整理と適正な分担をおこなう

こと 

・ チームの目標達成のために、個々人

の能力を踏まえて適正な業務分担

を行っている。 

運
営
管
理
・
労
務

管
理 

・ 法令・規則等を遵守し、業務

執行が円滑にできるように運

営すること。 

・ 利用者の不利益となる問題を発見

し、法人で調和を図りながら解決し

ている。 

環
境
へ
の
働
き
掛
け 

・ 障害者、家族、支援者の努力

や法の運用などによっても解

決できない現状を理解し、あ

きらめることなく環境変革に

取り組むこと。 

・ 普遍化された支援システムに対し

て、改善の提案を行うことや関係各

所と交渉を行っている。 

・ 法人理念のもとで事業計画を

提案し、進捗管理を行うこと。

・ 法人としての事業計画に当たって、

創造的な提案を行い、実際に実現に

向けて活動している。 

・ 事業の円滑な運営に取り組ん

でいること。 

・ 施設活動や事業の潜在的な危機を

発見し、未然防止の解決策を提案

し、実行に移している。 

・ 事業遂行の課題解決に取り組

んでいること。 

・ 事業計画作成に向けた総括会議を

実施し、チームや個人の目標達成と

事業計画が連携するように、総括の

内容を工夫している。 

事
業 

・ 既存の活動に縛られない発想

を持っていること。 

・ 法人の将来構想や中長期構想を提

案し、進捗管理をしている。 

財
務 

・ 収支・財務面を含めて予算・

補正を立案し、適切な金銭管

理を行っていること。 

・ 報告や財務諸表から問題点を発見

し改善指導している。 
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２－３ 組織ごとに異なる人材ヴィジョン 

人材ヴィジョンとは、組織における人材育成のゴールイメージだと述べました。では、

同じ仕事をしていると、近しいものとなるのでしょうか。実は、大きく違うということが

今回の調査から見えてきました。組織に必要な人材について質問した 2 ケースを見てみま

しょう。 
 

■ 組織を引っ張っていく人材 

 

【A法人 勤続１0 年以上の職員の声】 

うちの組織はぜんぜん変わらないので、少しくらい過激な意見があっても良い

と思うんです。確かに、精神保健福祉の分野なのだから、利用者支援は重要です

よ。でも、それだけではないと思うんです。基本は重要だと思いますが、それだ

けだと広がりが出ないというか。 

うちの組織にとっては、一般の会社のように組織的に物事を動かしていくこと

が重要だと思うので、そういったことができるような人材が必要なんだと思いま

す。ただ単に、利用者支援をしている時期は卒業したんだと思います。 

 

 

【B法人 勤続１5 年以上の職員の声】 

これまでは、創立者でもある理事長が引っ張ってきました。でも、これから

は、そういった形ではないのかな？ と思うところがあります。 

確かに、そろそろ世代交代が必要な時期に来ていると思います。そのときに

は、私たちが頑張らなきゃいけないなと思っています。でも、一人のリーダー

が組織を引っ張っていくことは理想的だと思うのですが、そういった人材が今

の法人内にいるのかなと思っても、正直見当たりません。 

一方で、入職したての職員であってもみんなで話し合って、何事も決めてい

くのが当法人らしさだと思うので、これからも変わらないんだろうな、変えた

くないなと思います。 

リーダーシップは強くないけれども、みんなで協力していける人が上に立つ

方が、組織としてはうまくいくんじゃないのかなと考えたりします。 

近い将来、自分たちがリーダーとなって引っ張っていかなければと思ってい

ますが、やはり、同世代で協力し合っていく形になるのかなと思っています。 
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上記は、A 法人と B 法人に所属している職員に行った「どのような人材が必要か」とい

う質問に対する回答で、組織を引っ張るリーダー像についての話です。二人とも組織を引

っ張っていく人材（リーダー）が必要だという話では共通していました。しかし、どのよ

うなスタイルを求めるのかについては、違いがありました。 
A 法人は、「一般の会社のように」という発言があるとおり、組織的にマネジメントして

いくことができる人を望んでいます。一方、B 法人では「リーダーシップは強くないけれど

も、みんなで協力していけるような人」ということで、組織全体で協力し合っていくこと

ができる人が必要だという話です。 
これは、A 法人、B 法人にて求めているリーダー像、リーダーシップのあり方が異なって

いるといえます。A 法人では、組織的なリーダーシップが求められているということです。

つまり、法人全体を民間企業に近いようなマネジメントの形態として考え、引っ張ってい

く人が欲しいということです。一方、B 法人では組織全体で一体となって運営していくこと

が必要だろうということです。 
この違いは、どちらが良いとか悪いというものではありません。現在の法人の体制や置

かれている環境によって変わってくるものだといえます。組織の人数が多くなってくれば、

規則やルールといったものをしっかりと作らなければ不公平感が醸成されます。民間企業

でも大企業であれば、社内ルールをしっかりと定め運用しています。一方、全員で話し合

いをしながら進めていくといったような関係の方が組織メンバーの納得感は高まります。

どのようなリーダーを選ぶのかは、法人としての重要な意思決定といえます。 
 

A法人

・それぞれの役割や権限というもの
を明確にした上で、組織的に物事
をリーダーを動かしていく人材を
求めている。

B法人

・新入職員であっても意思決定の際
には話し合いを行い、みんなで協
力していくことが出来るリーダー
を求めている。

組織に必要な人材は？

「組織を引っ張っていくリーダー」

人材ヴィジョンは異なる
ものになる

 

図 7 組織に必要な人材と人材ヴィジョンが異なる例 
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考え方を整理すると、図 7のようになります。同じ「組織を引っ張っていく人材」とい

う面では共通していても、具体的に必要な人材のイメージは異なっていることです。 
 

 

【なぜ、このような違いが発生するのか】 

B法人の場合は、創立者の世代交代という変えることのできない事実があります。

その

できています。そのため、

組

B法人で組織を構成する職員の規模が異なることも理由として挙

げられます。 

事実を前提に組織のありようを考えた結果であるといえます。 

一方、A法人は草創期の理事が業務全体を見ることが

織マネジメントの色彩が強く出ているといえます。 

また、A法人と
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２－４ 人材ポートフォリオ 

人材ヴィジョンを人材育成に落とし込む手段として、人材ポートフォリオという考え方

があります。人材ポートフォリオとは、異なる役割の人材の組み合わせのことを指し、組

織内にどのような人材を必要とするのかを把握・検討するための考え方です。ポートフォ

リオとは、「紙ばさみ、鞄に入れた書類」という意味で、様々な種類の書類を併せ持つこと

を意味しています4。つまり、法人としての理念や事業計画を遂行するために、必要な人材

をどのような組み合わせで揃えていくのかを検討することになります。 
 

■ ポートフォリオのイメージ 

人材ポートフォリオは、以下に示す大きく 2 つのことを把握・検討する時に有効です。 
 

 
 

１．人材ヴィジョンを実現するために必要な組織上の役割を整理すること 

２．整理された１．を実現するために必要な人員構成を考えること 

事務担当者支援担当者

管理者

施設長、理事長

支援の責任者

サービス管理責任者等

組織業務利用者支援
 

図 8 人材ポートフォリオのイメージ 
 
１．人材ヴィジョンを実現するために必要な組織上の役割を整理することということは、

ポートフォリオをどのような軸で整理するかにより変化してきます。図 8は人材ポートフ

ォリオの例です。この例では、2 つの軸によって整理しています。横軸には、組織的な業務

を行うのか、利用者支援を行うのかによって分けています。縦軸では、業務の責任の大き

さによって分けています。このポートフォリオの考え方は、組織内で必要とする仕事には、

                                                  
4 中村克之(2000) 『戦略連動人事制度の作り方』 
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利用者支援を行うという仕事と組織をまとめるという仕事があり、それぞれは別のもので

あるという考え方を前提としています。この法人においては、大き 4 つの役割があること

を意味しています。 
２．整理された１．を実現するために必要な人員構成を考えることについては、１．に

おいて定義した役割に対し、現在の人員構成がどのようになっているのかを調べることに

なります。 
 

軸に合わせた
あるべきポートフォリオ

の検討

現状の棚卸し

差異の分析

・事業の内容と現時点で配置されている人員について、
本来「こうあればよいと思う」視点で人員数を検討し
ます

・事業の内容と現時点で配置されている人員について、
本来「こうあればよいと思う」視点で人員数を検討し
ます

・ステップ１で示したあるべきポートフォリオに対して、
現状の人員数を当てはめます

・ステップ１で示したあるべきポートフォリオに対して、
現状の人員数を当てはめます

・ステップ１とステップ２との差異を把握し、人材育成
に向けて課題を分析します。

・ステップ１とステップ２との差異を把握し、人材育成
に向けて課題を分析します。

①

②

③

 
図 9 人材ポートフォリオ検討のステップ 

 
職員が 20 人の法人を想定してみます。 
①では、現在の事業や組織構成を検討します。たとえば、現在の事業において現状の利

用者数を考えれば、支援担当者は 10 人必要だろう、といったように具体的な人数を想定し

ていきます。これを、ポートフォリオで定めた 4 つの役割それぞれで行います。 
具体的には、以下のように行います。なお、こうした考え方で作成したものが図 10です。 
 

• 支援担当者たちを指導・育成したり個別支援計画に責任を持ったりする人材が 5 人は

必要 
• 職員の労務管理をしたり、行政への提出書類を作成したりする人材として 2 人は必要 
• 組織のマネジメントをする人材が 3 人必要 
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事務担当者

2人

支援担当者

10人

管理者

施設長、理事長

3人

支援の責任者

サービス管理責任者等

5人

組織業務利用者支援

 
図 10 人材ポートフォリオのあるべき人数構成のイメージ 

 
②では、でき上がった人材ポートフォリオに対して現状の法人の人員を当てはめていき

ます。支援責任者が 3 名、支援担当者が 11 名、事務担当者が 5 名、管理者が 1 名という手

順で行います。 
③では、あるべきポートフォリオと現状とを比較します。②において、現在法人内では、

管理者が 1 人しかいないことがわかっています。あるべき姿としては 3 人必要なわけです

から、2 人足りないということが見えてくるわけです。 
 

事務担当者支援担当者

管理者支援の責任者

組織業務
利用者支援

5名
3名

10名

2名

3名

11名

1名

5名

2名

2名

あるべき人数 不足人数

現状人数

 
図 11 あるべき姿との差異の分析 

 
同様に、利用者支援を行う支援担当者は豊富にいるが、サービス管理責任者になれるレ

ベルの人材が不足しているだとか、組織の運営状況（財政面）を管理できるような施設長

 32



第２章 人材ヴィジョンを考える 

が不足しているといったように、現在の組織でどのような人材が不足しているのか（質・

量）を把握できます。 
現状を把握していれば、その後、今後の中長期の事業計画にあわせどの人材を強化して

いくのかが把握できることになります。 
つまり、人材ポートフォリオでは、現状の人材の偏りといった問題点の洗い出しと、次

期の組織において強化するポイントを明らかにすることができます。 
なお、不足している人材を補う方法は、2 つあります。ひとつは、外部から調達してくる

（採用する）という方法と、内部から育成するという方法です。 
このうち、内部から育成するという立場に立った場合に、後の育成計画に反映させてい

くことになります（本報告書では、後者の内部から育成するという視点に立って執筆して

います）。 
 
■ C法人での活用事例 

C法人では、障害者自立支援法が施行後に人材ポートフォリオの変更を行いました5。そ

れまでは、利用者の直接支援を行う職員のみで運営を行っていましたが、自立支援法施行

後に膨大に増えた事務作業に忙殺されてしまったということです。 
そのため、事務作業を行う役割が新たに発生していると経営サイドでは判断をしました。

そこで、事務作業を独立した部署を設け、事務のみを専業で行う人材を採用し、その中で

集中的に執り行うことにしました6。 
人材ポートフォリオの視点で言えば、図 12のような変更を行ったことになります。取組

以前では、利用者支援を行う人材のみという考え方でした。自立支援法施行以前（新体系

移行以前）であれば、十分に作業をこなせていたということですが、新体系移行後は事務

作業が膨大となったために、事務作業を行う人材を別の軸として定義し直しています。 
 

                                                  
5 法人内でもともと人材ヴィジョンや人材ポートフォリオという言葉を用いていたわけで

はなく、これまでの取り組みを整理していくと、結果的に人材ヴィジョンを変更したとい

えるということです。 
6 その結果、直接支援を行う職員は、利用者支援に集中して時間を割くことができ、利用者

の満足度も上がっているといいます。 
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事務作業者利用者支援者

組織統括者スーパーバイザー

事務作業利用者支援

取り組み以前

利用者支援者

スーパーバイザー

利用者支援

新たに必要だと考え
られた組織役割

 
図 12 C 法人での課題の整理 

 
C 法人では、新体系移行後すぐにこのような選択ができたわけではなく、試行錯誤の中で

この

、全く違う仕事をしている職員をまとめる人材をいかに育てるのかだとい

い

形に収まっているということです。このように役割を分け、そのためにどのような人

材が必要なのかを考える事は、まさに人材ポートフォリオの考え方を取り入れている事例

といえます。 
現在の課題は

ます。役割を分けて業務を分担すると、それぞれの業務内容を知らないというようなこ

とが起こります。そういったジレンマを乗り越える人材をいかに育てるのかというのが課

題だということです。また、事務作業を行っていく人材に将来どのような役割を期待して

いくのかも課題だということです。これは、人材ヴィジョン上での課題といえます。法人

としてどのような人材に育って欲しいのか、どのような人材を目指して欲しいのかを示す

ことが必要になってくることでしょう。 
 

 

【C法人 勤続 5 年～10 年の職員の声】 

障害者自立支援法に則り新体系に移行した直後は本当に戸惑いました。ただで

さえ忙しかったのに慣れない事務作業の作業量がとても増えたように感じたか

らです。時間は限られているので、利用者と接する時間が減ってしまいました。

なんだか利用者の方々に申し訳ない気分になりましたし、ストレスがたまってい

ました。 

そんなときに、法人として事務専門の人員を採用することになりました。その

結果、利用者支援を行うワーカーと、事務職員の役割分担ができるようになりま

した。我々ワーカーは事務作業に忙殺されることなく、専門分野に取り組むこと

ができるようになりました。 

利用者の方々と一緒にいる時間も増やすことができましたし、利用者からも満

足してもらえているようで、働き甲斐があります。 
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■ A法人、B法人の求める人材像との比較 

C 支援

を行 は、

事務 軸を

設けずに全員ができるようにしていくという方針を採っています。図 13の色づけ部分が事

務の担

 

法人では、事務部門を法人としてどのように捉えるのかという論点に対し、利用者

う人材とは別の人材で対応するという解決策を用いています。一方、A法人において

部門の仕事は、マネジャーの仕事として定義しています。B法人においては、別の

当範囲です。 

事務作業をどう位置づけるか？

A法人 B法人 C法人

組織業務利⽤者⽀援 全員が担当 事務担当利⽤者⽀援

組織業務（マネジャー）の業務 全員が分担し担当 事務先任者の業務

 

図 13 事務作業の担当範囲の分類 
 
事務作業というどの法人にも存在する業務であっても、法人ごとに違いが出ています。

こういった点が、法人としての考え方の違いが現れている例といえるでしょう。 
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２－５ 求める人材像 

求める人材像とは、文字通り「法人が職員に求める仕事ぶりや求める知識やスキルなど

の合算としての人材像」といえます。一番の基本は、利用者に質の高いサービスを提供す

ることです。しかしながら、前述した人材ポートフォリオにて述べたとおり、法人の中の

業務は多岐にわたります。また、組織として支援を行っていくことになりますので、役割

に応じた働き方が要求されているといえます。 
たとえば、相談事業のように、利用者のケアマネジメントを中心に電話相談や訪問によ

る相談を行う事業がある一方、居宅事業の様に利用者の生活の場で一緒に支援をする事業

もあり、それぞれ必要な能力は異なります。それ以外にも、組織を束ねる人材も必要です

し、事務作業の必要性も高まっています。 
そのような必要となる仕事によって、どのような知識やスキルを持ち、どういった働き

ぶりを期待するのかを明確化したものが「求める人材像」です。 
 

事務担当者

・ミスのない事務処理を行う

支援担当者

・担当している利用者の日々の様子
を的確に掴む

・利用者にあった支援を行なう

管理者

・組織全体の管理を行う

・組織全体に目を配り、職員をフォ
ローする

支援の責任者

・利用者の支援に対して責任を持つ
・支援担当者を指導・育成する

組織業務利用者支援

 
図 14 求める人材像のイメージ 

 
 

図 14は、図 8をもとに求める人材像を整理した求める人材像のイメージです。4 つの象限

それぞれについて「どんな仕事をして欲しいのか」という期待される役割が違います。 
自立支援法では「サービス管理責任者」や「管理者」を配置しなければなりません。そ

ういった方の役割がよく見えないとか、何をする人か説明がないといった声がよく聞かれ

ます。法令で定められるのは、多くの場合抽象的なことであり、それを具現化するのは組
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織ですから、ある意味当たり前だといえます。逆に組織がしっかりしている（≒組織理念

ある）法人にとってみれば、法律が多少細かく規定しすぎてい

るということがいえます。（日中活動サービスで具体的にどんな日中活動をしろということ

を

す。 
 

や人材ヴィジョンが明確で

定義していないのと同じです）。それを具現化するのがこれまで示してきた「求める人材」

という考え方になります。法人によっては「サービス管理責任者」と「管理者」を同じ人

材像として定義する場合もあるでしょうし、そうでない場合もあるといえます。それは組

織運営上、組織理念に基づく事業計画を達成する上でベストな方法を模索する上で、考え

だしていかなければいけないものであると思いま

 

【A法人における実例・サービス管理責任者】 

障害者自立支援法により新体系サービスにはサービス管理責任者の配置が求

められています。法律としての必要要件は、実務経験と研修の受講です。おそ

らくこれは法律で定められた最低要件であると解釈できます。言い換えるとこ

こから先の「役割」の定義づけは組織ごとに考えていかなければならないこと

になります。 

すなわち、「サービス管理責任者」が担当する仕事に求められる知識やスキル

は、その法人の中の「サービス管理責任者に求める人材像」の位置づけにより

変わってきます。法人としては、求める人材像の中で「サービス管理責任者」

を定義することが必要です。 

A法人では、サービス管理責任者を「ケアマスター」として位置づけ、実務

経験が積めるように配置を工夫することや、研修の受講ができるようにしてい

ます。 

特に、位置づけをA法人として明確にすることにより、法律上もとめられる

基準に加えてA法人独自の基準が付与され、より高いレベルを求めることにつ

ながっています。 
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■ 求める人材像の例 

C 法人において求める人材像を変更した例について見てみましょう。 
 

■ C法人としての求める人材像 

求める人材像を考える前提となる人材ポートフォリオについては、図 12をご覧ください。

法人では、この課題にもとづいて、求める人材像を図 15のように整理しました7。 
 

C

事務作業者利用者支援者

組織統括者スーパーバイザー

事務作業利用者支援

取り組み以前

スーパーバイザー

利用者支援者

利用者支援

新たに必要だと考え

 

 

                                                 

られた組織役割

図 12 C 法人での課題の整理【再掲】 

 
7 C 法人内において、もともと｢求める人材像｣という名称で定義し、使用しているというこ

とではなく、本調査結果により整理されたものです。また、内容は第三者（研究員）によ

るインタビューを実施し、事務局案として整理しました。 
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【事務作業者】

法人内で発生する事務作業のう
ち、担当範囲を任されている人
材。

各施設の利用者支援者と連携を
とり、事務作業についてミス無
く取り組んでいる

【利用者支援者】

【スーパーバイザー】

ズする人材。

とな

【組織統括者】

利用者支援者と事務作業者のス
ムーズな連携を行えるように全
体の調整を行う

利用者の個別支援では、組織全
体の職員に対してスーパーバイ

法人のリーダーとして、組織を
まとめている人材

利用者支援については見本
る行動をしている

利用者の個別支援については、
一人で任せられる人材。

各施設の業務については責任者
として対応している。

新人に対しては、指示・指導し
ている

 

図 15 C 法人の求める人材像 
 

■ C法人での求める人材像【現状の問題点】 

 
 
C 法人では、主に利用者支援を行う際の中堅職員が必要だという意見が出ています。同様

の意見は、上位職者からもされており、この法人にとって中堅職員がいないことによる弊

害が数多く出てきているということです。 
 

【C法人 勤続 1 年未満の職員の声】 

うちの法人では、今若い人が多いので大変です。経験が少ないので、まだ仕事

の勘所もつかめていない感じです。先輩がいてくれたらと思うことは良くありま

す。でも、それを言っても仕方ないですよね。 

本音を言えば、利用者の支援についてはもっと教えて欲しいと思うことはある

んですが、聞く人がかなり年の離れた上司になってしまうのは、ちょっと気後れ

します。年が近い先輩がいればいいと思いますね。 
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これらの声からも明らかなように、C 法人での課題のひとつに中堅職員を育てていくこと

が挙げられるでしょう。この場合における求める人材像がどのように定義できるのかを見

ていきましょう。 
 

 

【C法人 勤続 10 年以上の職員の声】 

うちの法人の問題は、中堅社員がいないことだと思います。人員構成としては、

勤続 1 年程度の人が多数で、中堅が抜けていて、自分になっています。本当は、

自分が行っている仕事のうち大部分を若い人たちに任せたいと思っているんです

が、まだまだ任せられない状況です。 

早く育てていかなければとは思うんですが、なかなかうまくいっていません。 



第２章 人材ヴィジョンを考える 

 
■ 中堅職員としての求める人材像とは 

職員インタビューを通じて得られた

下のようにまとめられました。

C 法人において求められる中堅職員については、以

 

必要な中堅社員

現状の社員

ベテラン社員

人材ポートフォリオ上では、
利用者支援者としての上位

に位置づけられる人材

成
長
す
る
ス
テ
ッ
プ

人材ヴィジョン

利用者
支援者

スーパー
バイザー

組織統括者

事務作業者

必要な中堅

人材ポートフォリオ

社員とは、人材
ヴィジョンへ至るためのひ

とつのステップ

 
図 16  C 法人の中堅職員の位置づけ 

 
図 16は、インタビュー結果を図示したものです。図表中央には、今回の論点となっている

中堅社員を位置づけています。図表右には人材ポートフォリオを記載し、中堅社員の位置

づけを明示しています。 
ここで重要なことは、中堅職員になることが人材ヴィジョンではないということです。図 

16にあるとおり、中堅職員というのはベテラン社員にいたるまでのひとつのステップとい

えます。また、人材ポートフォリオの観点からは、「利用者支援者」の上位に位置づけられ

るような人材のことと言えます。 
では具体的にどのような人材が求められているのでしょうか。インタビューからは、「各

施設において責任者として仕事ができる人材」とあるとおり、中堅職員には、施設の責任

者として対処ができることを求めています。また、「新人を育成できる人材」という意見も

出ています。こういった内容が中堅社員に求めていることといえるでしょう。 

 41



第２章 人材ヴィジョンを考える 

 
２－６ 人材ヴィジョン、人材ポートフォリオ、求める人材像の整理 

ここまで人材ヴィジョン、人材ポートフォリオ、求める人材像を紹介してきました。そ

れらをもう一度整理して考えてみます。 
 

事務担当者支援担当者

管理者支援責任者

事務担当者支援担当者

管理者支援責任者

【人材ポートフォリオ】

【人材ヴィジョン】

人材ポートフォリオに
おける上位クラス。

人材育成の目標となる

【求める人材像】

例）
・障害に対する知識を持ち、適切

に対処している
・利用者に安心を与えるように立

ち振る舞っている
・経験を元に新人にOJTをしてい

組織業務利⽤者⽀援

中には「支援担当者」と「支援責任者」という枠組

み

成すること

が成長のステップの最上位に到達したことを意味します。 
次に、求める人材像については、人材ポートフォリオのひとつの象限において持ってい

てほしい知識やスキル、働きぶりなどの集約したものです。図 17の中の「求める人材像」

の吹き出しをご覧ください。 

る
 

図 17 人材ヴィジョンと人材ポートフォリオ、求める人材像の関係図 
 
ある法人内における人材の全体像を示すものは、人材ポートフォリオです。この人材ポ

ートフォリオでは、組織内にどのような人材を持つのかにより軸が異なります。図 17では、

これまで例示した利用者支援と組織業務という軸を用いています。それぞれの軸の中で 2
段階に分けており、利用者支援の軸の

で整理しています。同様に、組織業務においては「事務担当者」と「管理者」という 2
段階になっています。 
人材ヴィジョンとは、人材育成の目標のことです。図 17では、支援責任者の上位層と管

理者の上位層を人材ヴィジョンとしています。実際には、人材ヴィジョンを達
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コラム 精神保健福祉を目指す人はどのような人か？ 

 

るために、この法人に入ったわけではな

いんだけど…」というものです。具体的には、就労継続支援B型の事業所を運

営している法人において、「清掃サービスをするためにこの法人に入ったわけ

ではない」とか、同様に「お弁当をいかに売るかを考えるなんてやると思っ

ていなかった」というような内容です。全く同じトーンで、「会計を勉強する

ことになるとは思わなかった」という声も聞かれました。以下に紹介する職

員の声も代表的なもののひとつです。 

 

【ある研究対象法人 勤続１5 年以上の職員の声】 

これまで、精神保健福祉の分野において、利用者の方々により良いサービ

スを提供しようと頑張ってきました。利用者の方が少しずつではありますが、

改善している様子や、笑顔になっていくことを見ることは大きなやりがいに

なっています。もちろん、失敗したことや、つらいことはありますが、それ

でも利用者のためと思うと何とか乗り越えてこられたのかなと思います。 

ただ、最近法人の中での役割が変わってきたように思います。以前のよう

に利用者支援だけをやっていれば良いのではなく、法人内の仕事が増えてき

ました。確かに、必要なことではあると思うのですが、それでも事務や会計

作業よりは、利用者の方々と一緒にプログラムに参加したいと思います。 

も 、

いところもあります。 

ならないものです。一方、人材ヴィジョンや求める人材

、どういった貢献があ

研究に際しインタビューを進める中で、いくつか特徴的なキーワードが印

象に残りました。それは、「○○をや

ちろん どれも大事な仕事だとは思っているのですが、少し割り切れな

 

やはり、精神保健福祉の世界を目指される方は、利用者支援やソーシャル

ワークを行いたいという方が多いようです（今回の調査対象においてはほぼ

すべての方だといえます）。しかしながら、人材ヴィジョンや求める人材像で

述べてきたとおり、組織を運営するに当たっては必要となる業務は必ず誰か

しらがやらなければ

像を明確にすることにより、今までやっていた仕事が法人の中でどういった

貢献をするものなのかがわかったという声も聞かれました。 

何をやっているのかがわからずに仕事をするよりも

るのかがわかった上で仕事をしたほうがやりがいもあるし、モチベーション

も高まるのではないでしょうか。 
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第３章 人人事事制制度度とと人人材材育育成成のの関関係係  

織内での人材育成は、単独で存在するものではなく、「人に係る制度：人事

制 「資格等級制度」「評価

制

方

も

く

の

係付けるということは、「法人としてどのような人材に

なって欲しいのか？」という素朴な疑問に対して、「具体的な方法や手順」を示

す

 
 
組

度」と関係付けて考えていく必要があります。特に、

度」とは、密接に関係します。本章では、それらの制度と、人材育成との関

係を明らかにしていきます。 
人事制度というと、どのようなイメージを持たれるでしょうか。資格等級や、

評価という言葉はいかがでしょうか。 
「人事制度=給与の支払い方」であるというようなイメージをもたれている

少なからずいらっしゃるようです。一方で、人材育成はいかがでしょうか。

こちらは、「人を育てる」という意味合いから、温かくやさしいイメージをもた

れていることが多いようです。 
一見、相反するイメージをもたれがちですが、本当に人材育成を考えてい

であれば、人事制度と人材育成は切っても切れない関係といえます。それは、

人事制度と人材育成を関

ものといえるからです。 
本章では、人事制度についての概要から、具体的な論点を説明していきます。

その後いかに人事制度と人材育成を密接に関連付けるのかについて述べていき

ます。 

第３章 



第３章 人事制度と人材育成の関係 

３－１ 人事制度の中の人材育成の位置づけ 

一般に人事制度とは、組織内の人材の処遇条件を整備しルール化することで、組織と従

員との関係を明示したものです。言い換えると、法人として職員の働き方や給料の支払

方など、職員に関係する内容について、定めたものです。 
人事制度は、図 18に示す 3 つの制度の集合体とされています。3 つの制度とは、「資格制

8」「評価制度」「報酬制度」です。ここでは、人事制度について概要を説明することと共

に 関

 

業

い

度

、人材育成との 係を説明していきます。 

資格制度

評価制度 報酬制度

 

図 18 人事制度の全体像 
 

３－２ 資格制度 

資格制度（資格等級制度ともいう）は、組織として組織構成員の成長のステップを定義

するための仕組みです。具体的には、資格制度において定めることは、表 7に示す「成長

                                                  
8 ここでいう「資格」とは、精神保健福祉士のような「ライセンス」のことではありません。

第 4 章にて後述する「成長のステップ」のことを指します。 
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のためのステップ」「ステップごとの定義」「上位ステップに昇格するための要件」です。 
成長のステップとは、組織構成員の能力に応じて、組織内での位置づけにいくつかのス

テ

プに目を向けるこ

と

の前の仕事を遂行するだけではなく、次に

をして欲しいのか、どのようなことを経験して欲しいのかを組織として示すことになる

ので、人材育成につなげることができます。 
 

表 7 資格制度で定めること 

ップを定めることです。 
ステップを定めることにより、ステップに属する職員が持っていて欲しい知識やスキル

などが明らかになります。さらに、属するステップのより上位のステッ

で、どのように成長していって欲しいのかを示すことができるようになります。そのた

め、定義は社員にとってわかりやすいように、より具体的に記述していくことが必要です

（成長のステップの定義）。このことにより、目

何

項目 内容 

成長のためのステップ 組織メンバーの能力をもとに、いくつか

のステップに分解したもの 

ステップごとの定義 各ステップがどのような人材であるのか

を定めたもの 

上位ステップに昇格するための要件 どうすれば、次のステップに昇格できる

のかを示した基準 

 

 
■ 等級と役職の考え方 

人材育成を前提として人事制度を考えるときは、等級と役職を別々のものとしてとらえ

ます。等級とは、本報告書では成長のステップとして定義しているもので、その人の能力

を法人内で位置づけたものです。一方、役職とは「部長」や「課長」といった組織上の役

割や責任・権限を示したものです。 

等級等級 法⼈内における能⼒や担当している職務のレベル等
のランク分け
法⼈内における能⼒や担当している職務のレベル等
のランク分け

や権限をあらわしたもの役職役職 担当している職責（部⻑、施設⻑）のことで、責任担当している職責（部⻑、施設⻑）のことで、責任
・・・責任・権限や権限をあらわしたもの

・・・成長のステップ

 

図 19 等級と役職の考え方 
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等級とは、成長のステップのことであるため、あるステップの要件に合致した人は上位

等

にポストの数が決まっています。 

級に昇格9することができます。しかし、役職は責任や権限を表すものであり、一つの部

には部長は一人といったよう

ここで、図 20の例を考えてみましょう。この例では、新人に施設長を任せるとします。

施設長の役割としては、「人材育成と組織管理」と定義します。 

 

等級等級 役職役職

ベテランベテラン

中堅中堅

⼀般⼀般

新⼈新⼈ 施設⻑ ⼈材育成や組織管理⼈材育成や組織管理施設⻑

⾮常勤⾮常勤

 

役

その結果として、新人は施設長の職務を全う でしょうか。新人という

のは、人材育成を行う側ではなく、むしろ教わる側です。そのため、当然のことながら組

織がうまく回らないという状況になるでしょう。 

設長はベテランの等級に位置づけられる人たちに設定される

ことが多いと思います。それは、先に説明したように施設長の役割を果たせる人は、やは

り

、図 20で言えば「中堅」を施設長とするでしょう。

しかしながら、その場合には、中堅の職員にとってみれば非常に重荷になります。周りが

きちんとサポートすることが重要です。一方、中堅社員に対しては事務局（事務処理関係

の統括的な立場として置いている役職）などを割り当て、それぞれの等級に応じた役割を

付与していることもあります。 

 

                                                 

図 20 等級と 職の考え方の例 

することができる

実際には、図 21のように施

経験を積んだベテラン社員から選択することが望ましいと思います。結果として、「施設

長」を任せられるのは、ベテラン職員ということになります。 

また、「施設長」に適したベテランが居ないときもあると思います。しかし、そういった

ときも「施設長」は必要です。その場合

 
9 昇格とは、ステップをひとつ するということは、人材ヴィ

ジョンに一歩近づいたと解釈できます。言葉の定義には諸説ありますが、本稿では以上の

ような定義を用いて整理しています。 

上に進むことを指します。昇格
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ベテランベテラン

中堅中堅

⼀般⼀般

新⼈新⼈

等級等級 役職役職

事務局事務局

施設⻑施設⻑

⾮常勤⾮常勤

OJT
リーダー
OJT

リーダー

 

図 21 等級と役職の関係の具体例 

 

組織形態や組織人事を考えている際には、この等級（成長のステップ）と役職が混同さ

れて議論になっていることがあります。今議論しているのは、成長のステップのことなの

か、それとも責任や権限のことなのかをはっきりさせることが必要です。 
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３－３ 評価制度 

評価制度とは、評価対象者（被評価者）の仕事ぶりを判定し、今後の働き方を改善して

もらうための仕組みです。具体的には、資格制度で規定された成長のステップごとの期待

される役割を十分に担っているかどうかをアセスメントするものだといえます。 
日々、仕事をしていると自分がどのような点ができていて、どのような点が苦手なのか

を客観的に振り返ることは少ないのではないかと思います。しかし、自分の得手不得手が

わからなければ、何を伸ばし、何を改善すればよいのかがわからないということになるた

め、成長することはできません。そこで、成長を促すためにアセスメントを行い、自己の

仕事について振り返る機会を

価制度としては、半年間などと評価期間を設定し、法人として定められた評価シート

を

 

 

提供することが必要になります。 
評

用いて上司が評価することが一般的です。評価項目としては、法人ごとにどのようなこ

とを重視するのかにより特徴がありますが、一般的には、事業計画、個々人の能力、働き

ぶりなどが大項目となり、詳細を法人内で定めることが多いです。 

 

【評価への拒否反応】 

評価というと「給与との連動」であるという印象があるためか、拒否感を示さ

れる方がいます。しかし、評価とはアセスメントを行うことであり、利用者支援

においても欠かせないプロセスですから、重要性は理解できると思います。 

また、評価を給与と連動させるのか否かについては、法人として評価をどのよ

うに捉えるかによります。 

人材育成の目的に用いて、給与とは切り離して考えるという組織もあります。

その場合、評価を行ったとしても給与にはなんら影響は出ないわけです。 

 

【事業計画との関係性】 

法人全体で考えると、事業計画を達成できたかどうかは重要な視点です。その

意味で、事業計画からそれを担う個々人に役割分担をしていくことが行われます。

その個々人が担う役割を達成したかどうかを評価する手法も評価の方法としてあ

ります。民間企業の多くは、目標管理制度という制度において、こうした考え方

がとられており、いかに組織として目標を達成するかに注力をしています。 



第３章 人事制度と人材育成の関係 

 
で評価制度を考える ■ 人材育成の視点

人材育成の視点から評価制度の詳細項目を紹介します。表 8では、主要な評価制度の詳細

項目を紹介しています。 
 

表 8 評価制度の詳細内容 
項目 内容 

評価項目 
（アセスメント

項目） 

・資格要件に定められた「成長のステップ」にある期待役割を満たして

いるかどうかを判断するチェックポイントのこと。 
・勤務態度、1 年間（半年間）の成果などが項目となっています。 

評価指標 ・「できる」「できない」といった評価項目のでき具合を測るための「も

のさし」のこと。 
評価プロセス ・評価を確定する際に複数人数でチェックを行うことなど、評価を決定

するまでのプロセスのこと 
・自己評価、直属の管理職による評価、統括管理職による評価など複数

のプロセスを経て決定されることが多いです 
―自己評価 ・決まった評価シートに沿って、自らの評価を行うこと。 

は

という

・育成の視点では、自己評価により自分の仕事の振り返りを行うこと

重要な要素となります。 
・また、評価する側とされる側とで、何をチェックしているのか

ことを共有化することで次の評価面談につながります。 
―評価面談   ・上司と部下とで、評価事実の確認を行うための面談のこと

・評価の場ではありますが、上司と部下とのコミュニケーションの場で

もあります 
―フィードバ 
ック 

・評価結果を育成対象者に伝えること 
・評価結果が出たら、それをフィードバックします。必ず、「良かった点」

「悪かった点」を共有し、次の期間に何をして欲しいのかを伝えます。
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■ 研究対象の３法人の評価制度 

今回研究を行った３法人では評価制度にも違いが見受けられました。表 9を用いて、そ

の違いを紹介します。 
 

表 9 え方 法人によって異なる評価の考

法人 A 法人 B 法人 C 法人 
人事評価の有無 一部施設にて行っ

ている 
行っていない 行っている 

評価項目 

- 能力考課 

個別支援 成績考課 
事業運営 
権利擁護 

情意考課 

態度考課 

評価の位置づけ

いる 
 昇格や給与などに

は反映させていな - 

昇格および昇進に用

い 

自己評価 行っていない 行っていない 行っていない 

評価面談 一部の施設で実施 行っていない 行っていない 

評価のフィードバッ 時に、施設

ント 
ク 人事面談時に行っ 制度ではなく、日常 賞与支給

ている の仕事を通じて行っ 長よりコメ

ている 

 
法人では、A 「実務能力評価表」という評価表を用いて評価を行っています（一部施設に

て）。評価は、各期

は「個別支援」「事業運営」「権利擁護」となっています。この項目については、A 法人内で

議論の末、策定したものですが、現時点で不具合があるということから法人全体で活用さ

れてはいません。フィードバックは、各期末に実施しています。なお、評価に対しては昇

格や昇給に対して反映させていません。 
B 法人では、決まった形では人事評価を行っていません。業務に関しての評価、職員のア

セスメントは現場の上司の責任の下、日々の業務の中で行っています。 
C 法人では、業務評価判定表と業務に対する態度評価という 2 種類の評価表を用いてい

ます。評価項目は、「成績考課」「情意考課」「能力考課」「態度考課」です。このうち、業

（半年）に一度、上司が行っています。「実務能力評価表」の評価項目
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務評価判定表では、「成績考課」「情意考課」「能力考課」が項目となっています。こちらは

態度評価については、「態度考課」のみが項目とな

っており、職員が昇格する際に用いられています。なお、C 法人では評価の結果については

そ

半年ごとに行っています。業務に対する

のまま開示することはせず、総合的なコメントのみをフィードバックしています。 
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３－４ 報酬制度 

報酬制度とは、給与や賞与を決めるための制度です。仕事の対価として給与を得て（支

って）いるわけですので、給与がどのように決まるのかは重要なことです。人数が少な

いうちは、それぞれの話し合いで給与を決めることもできますが、人数が増えてくると、「A
さんよりもBさんのほうがなぜ給与が高いのか？」といった疑問が職員の中に出てきます。 
そこで、法人としてどのように給与を決めるのかを定める必要性が出てきます。その際

必要になることは、「公平であること」「納得感があること」です。 
だれでも、給与はたくさんもらえた方がうれしいものです。しかし、法人として支払え

る給与(人件費)は限られているので、どのように分配するのかを決める必要があります。 
報酬制度として定めるのは、一人ひとりの金額の程度と、どのように推移させていくの

かです。一人ひとりの金額は、一般には前述した資格制度に従って、給料の額を決めてい

ることが多いです。また、毎年経験をつんでいくため金額は上昇（昇給）させていくこと

が一般的です。 
 

払
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３－５ 人材育成と関連して 

人材育成を考えていく上では、前述の 3 つの制度のうち、資格制度と評価制度が強く関

係します。資格制度においては、ある職員が法人の求めている仕事に対して今どのような

位置付けであり、今後どのような仕事振りが求められているかが明らかになります。より

具体的な仕事内容を元に作成された資格制度ならば、資格制度自身が人材育成を促してく

れ

ができているかいない

か

ることになります。 
一方、評価制度においては、資格制度で求められている仕事振り

をアセスメントすることです。また、評価制度を制度化するということは、法人として

定期的に振り返る仕組みであるといえます。 
仕事を振り返ることは、重要だと認識されていても、日々の業務に追われるあまりおろ

そかになりがちです。人材育成のためには、法人として仕組みを構築することにより、人

材育成を促していくことが必要です。 
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 育育成成のの基基準準づづくくりり  

けではありません。また、全員がそこに到達

できるというものでもありません。そこで、人材ヴィジョンにいたるため道筋

をいくつかのステップに区分けし、それぞれを具体的な知識やスキル、働きぶ

りにより定義することにより、一歩一歩成長できるようにしたものです。ちょ

うど、登山のときの「何合目」といった基準のようなものだといえます。 
組織から見た場合、現在の職員が「何合目」まで来ているのかを把握するこ

とは非常に重要であるといえます。 
ここでは、人材がどのプロセスに位置づけられ、人材が育ったのかどうかを

チェックする基準として、成長のステップについて説明します。成長のステッ

プには、職員がいまどのステップにいるのかを明らかにすることができると共

に、より上のステップに進むためにどうすればよいのかを示すことができます。

職員の成長を促すことにつながるわけです。 
本章では、成長のステップとは何か。また、どのように設定すればよいのか。

具体的な設定例と合わせて解説いたします。 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

第４章

第４章 

 
 
成長のステップとは、法人内で「人材ヴィジョン」に向けた成長の段階を示

すものです。「人材ヴィジョン」は、法人として目指して欲しい目標ですので、

誰もがすぐにそこに到達できるわ
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４－１ 成長のステップ 

成長のステップとは、人材ヴィジョンに至るための道筋をいくつかのステップで区分け

たものです。 
 10は、成長のステップのイメージを表したものです。この例では、利用者支援を行う人

に対するステップを表しています。人材ヴィジョンとして示されるイメージは、最上位

ステップに当 テ す。つまり、組織内で

部下の見本となる支援ができるようになっていることが組織の求めているレベルというこ

になります。 
 

し

表

材

たる 4 級のベ ランとして示しているものが該当しま

と

表 10 成長のステップと定義の例 
ステップ名称 定義 人材ポートフォリオとの関係 

4 級 ベテラン 部下の見本となる支援ができる

組織の支援の方向性を指し示し

ている 

級 中堅 利用者の支援については一人で

できる段階。加えて、部下のフ

支援の責任者 
3

ォローも行っている。 

2 フォロー級 一般 利用者の支援を上司の

を得ながらできるようになった

段階。 

級 初心者 入職間もない職員。利用者の支

援については、上司のやり方を

見て学ぶ段階 

支援の担当者 
1

 

では、このレベルにはすぐに到達することがで

うことは、当然仕事は一人でできるようになっている必要がありますし、間違ったことを

しているようでは見本にはなりえません。至極当たり前のことですが、すぐに到達できる

レベルではないといえます。 
一方、全くの初心者について考えてみましょう。利用者支援をするためには精神保健福

祉に関する専門知識は不可欠です。しかし、それだけではうまくいきません。やはり経験

積み、様々なケースを体験することにより知識が身についてくるのではないでしょうか。

のため、仮に精神保健福祉士などの資格を持っていたとしても、まずは上司のやり方を

見て学ぶという時期が必要だと思います。 
 

きるでしょうか。部下の見本となるとい

を

そ
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成長のステップを考える際に重要になるのは、以下の 2 点です。 

 

と初心者との間に 3 級の中堅と 2 級の一般というステップを作ってい

ます。一般は上司のフォローがあれば利用者支援ができる段階とし、中堅は利用者支援を

一人で行えるようになった段

ステップの違いが明確になっているということは、自分が今のステップにおいて期待さ

れる 次のステッ うすればよいかが明確になっ

ているということです。 
なお、成長のステップでは、職員すべてがどこかのステップに所属していることが必要

にな る職員は所属するステ 員は所属 がない

ということは、所属するステップがな てもよいというメッセージを

出していることになります。

次にポートフォリオとの関係を考えてみます。 1、２級は人材ポートフ

ォリオにおいては「支援の担当者」と設定され、

ています。これは、「支援の責任者」の仕事を行うためには 3，4 級クラスの能力が必要だ

ということを意味します。つまり、 事を遂行す 級の人

材を配置しなければうまく業務がまわ まいます。仮に該当する人材

がいなければ、人材を育成するか補充しなければなりません。 
一方、表 10では、1，2 級に任される「支援の担当者」の仕事だけで終わらないでほしい

というのが組織から職員のメッセージになります。 3 4

4  

 

 

① 人材ヴィジョンで考慮した理想の姿はどうなっているか 

② 採用する際に必要な最低限の基準、要件についてどう考えるか 

①は、最終的に理想とする人材であり（すなわち、ステップの最上位）であり、②がエン

トリー（採用時）に求めるレベルということになります。まずは、①、②を定義します。

その後、①と②との間を刻むステップを作ります。 
表 10では、ベテラン

階として設定しています。 

仕事はどんなことか、 プにたどり着くにはど

ります。あ ップがあるが、ある職

い職員は成長をしなく

 

するステップ

表 10の例ですと

3，4 級には「支援の責任者」が設定され

支援の責任者が行う仕

らない状態になってし

る上では 3，4

組織としては ， 級の定義にあるよう

な「部下の見本となる支援」や「部下のフォロー」ができる人材に成長し、組織運営上必

要な「支援の責任者」になってほしいというメッセージにもなります。したがって、最終

的な人材ヴィジョンは 級にあるような人材となります。
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■ 成長のステップの設定方法 

具体 は、 るのでしょ

うか。今回の研究では、図 22に示した手順で設定しました。 
 

的に 成長のステップの設定のためにどのようなことを行う必要があ

・法人内の人材ヴィジョンを確認し、人材ヴィジョンご
とに成長のステップを検討します

・法人内の人材ヴィジョンを確認し、人材ヴィジョンご
とに成長のステップを検討します

人材ヴィジョンの確認

新入職員のスキル

①

・新入職員に標準的に要求する知識・スキルレベルを確
レベル確認

人材ヴィジョンと新入職員の
間を能力に応じて分類

認します

・新入職員に標準的に る知識・スキルレベルを確

します

とします

要求す
認します

②

・人材ヴィジョンと新入職員との間を能力に応じて分類

・分類は、法人内で違う能力、仕事だと認められる範囲

・人材ヴィジョンと新入職員との間を能力に応じて分類
します

・分類は、法人内で違う能力、仕事だと認められる範囲
③

とします

分類を整理した上で、法人全体
の基準となる

ステップの数とする

当てはまりのチェック

・分類を整理したうえで、法人全体の基準となるステッ
プの数とします

・分類を整理したうえで、法人全体の基準となるステッ
プの数とします

・現状の職員を作成したステップに当てはめ、合致度合
いを確認します

・当てはまり状況が悪ければ、ステップ3に戻り調整しま

す

・現状の職員を作成したステップに当てはめ、合致度合
いを確認します

④

⑤

入職してくる職員のレベ

ル

でも確かめています。 
インタビューでは、その職員が現在何をやっているのか、これまでどのようなことを行

ってきたのかを把握しています。組織内でのキャリアを把握することで、どのように成長

してきたのかを把握することができます。人によりキャリアは異なりますが、法人全体を

調べていくとある一定のルールのようなものが見えてきます。それは、上位職者が意図し

たものであったり、意図せず成り行きだったりしますが、何らかの規則性が見えてきます。

そういったものを分類に反映させます。 

・当てはまり状況が悪ければ、ステップ3に戻り調整しま

す  
図 22 成長のステップの作成手順 

 
①では、人材ヴィジョンの確認を行います。法人としてどのような人を育てたいのかを

明らかにします。 
②では、新入職員のスキルレベルの確認を行います。標準的に

を確認することで、法人内の一番下のステップの設定を行います。 
③、④では、人材ヴィジョンと新入職員の間の能力を測定し、その間に適切なステップ

を設定します。まずは、③として、法人内で違う能力、仕事だと認められる範囲にあわせ

て分類します。具体的には、職員をスキルレベルに応じて分類してみたり、仕事の職責に

応じて分類してみたりするなどしました。また、インタビュー
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④では、③の分類を整理し、成長のステップとしてステップ数とその内容を整理します。

ステップの違いが能力の違いを示せることです。「一

般」というステップの上位ステップに「中堅」というステップがある場合には、「一般」と

「

す。ステップ数を多く設定

するとステップ間の差が曖昧になります。一方、ステップ数が少なすぎるとひとつのステ

ップ内にたくさんの職員が入ってしまい、ステップによって能力差を説明しにくくなりま

す。また、ステップ間の調整も行います。成長のステップを定義する際には、必ずその境

界線を定める必要が出てきます。④の説明で「一般」と「中堅」であれば、その境界線と

なる能力を明確にすることが必要です。具体的に当てはまりのチェックを行うことで、成

長のステップごとの違いを明確にしていきます。 
 

 

 
形式で作成を行っ

て

成長のステップとして必要なことは、

中堅」とが違う能力であることが示すことが必要です。 
⑤では、実際の職員を割り当て、当てはまりをチェックしま

【ある研究対象法人における新入職員の条件】 

うちではまず、利用者と一緒に居て邪魔にならないかを見ています。この仕事

は、障害に関する知識や薬の知識、コミュニケーションスキルなど専門的な要素

は必要です。しかし、利用者と一緒に居て邪魔になってしまうと、それだけで駄

目だと思います。だから、新人にはまずは利用者と一緒に何か作業ができるよう

な部署に配属しています。 

特に何をして欲しいというような課題も出さず、ただ利用者と一緒に居られる

かどうかということをまずは見ています。 

その後、利用者のために何ができるのか、支援ができるのかを考えさせるよう

にしていっています。 

なお、ステップの定義に際しては、別途日程を定めてワークショップ

います。ワークショップにおいては、法人内の仕事内容を見渡せる立場にある（それだ

けの経験がある）職員を集め、仮定義したステップをもとに定義として文章化を行うとい

う作業を行っています。 
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■ B法人における成長のステップ 

B 法人では、それまで成長のステップに該当するものは特に定義しておらず、おおむね入

職年次にもとづいて求める仕事レベルを考えていました。 
B 法人では、職員全員にインタビューを行いました。前述した手順で質問を行い、結果的

には成長のステップを 5 段階にまとめました。インタビューにおいては、ステップを 3 段

階と答える方や 7 段階と答える方もいました。しかし、話を整理していくと５段階という

分類が一番発言される方も多かったのと、３段階や７段階の答えが５段階をベースとして

いることが把握できました。インタビュー内容をこの法人の中核となるメンバーで協議の

結果、5 段階が最もしっくり来るということから 5 段階としました。 
B法人におけるステップは図 23のように定義しました。 

 

 

 

入職間もない職員や、非正規職員などの
段階、主に福祉サービスに慣れる（福祉
職員としての適性を見る）段階

エントリー(非
常勤職員)

グループワークなど、単一の業務を担当新人
し、利用者支援の基礎を学ぶ段階

人に業務を教えることが

サポートし、同時にベテラン職員の職務
を代行できるようにサポートする

利用者支援については、1人で担当する
ことができ、新
できる

一般

一般職員以下の職員をスーパーバイズし、
B法人の職員としての支援ができるよう

中堅

B法人の中心的職員として、利用者支援
の模範となる行動はもとより、組織運営
においても中心として担っている

ベテラン

仮の定義成長のステップ

5
段
階

 
図 23 B 法人の成長のステップ 
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４－２ ステップに沿って成長するために 

成長のステップの数が整理できたら、成長のステップをチェックするための「要件」を

整理します。図 24にあるように、成長のステップを縦軸とすると、それを横に貫く成長の

要件を設定します。 

交渉力
プレゼ
ン能力

コーチ
ング

対人援
助スキ
ル

エント
リー

新人

コー
ディ
ネート

一般

中堅

ベテラ
ン

リー
ダー
シップ

法人運
営・事
務処理

コミュ
ニケー
ション

学習意 創造性
思考欲

成長のステップに定める要件

要件×ステップで定義を記入

 

図 24 B 法人における成長のステップの要件のイメージ 
 
要件とは、各ステップでの求める働きぶりや持っていて欲しい知識やスキルをいくつか

に分類したものです。要件と 」を具現化したものになり

ますので、その職員が法人として行って欲しい仕事ができていると判断できる必要があり

ます。原則的には、当該ステップで定義された要件をすべて満たすことで、そのステップ

ができているといえます。言い換えると、満たされていない部分が育成のポイントという

ことになります。 
 

して必要なことは、「求める人材像
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-
求めない

コーチングの基礎
的な知識を習得し

ている

コーチング

-
求めない

のもと、
利用者の支援を行っ
ている

先輩の指導
新人

一人で利用者支援を
行っている

対人援助スキル

-
求めない

一般

リーダーシップ

新人と一般とではレ
ベル差があります

レベルによっては
求められないもの

もあります

 

図 25 要件の例 
 

図 25では、対人援助スキルには「一般」と「新人」で違いがあります。「新人」では、「先

輩の指導のもと利用者支援を行っている」となっていますが、「一般」では「一人で利用者

支援を行っている」となっています。「新人」に該当する職員がいた場合、一人で利用者支

援を行えるようにしていくことが人材育成になるわけです。他に、コーチングについては

「新人」では求められていませんが、「一般」になると「コーチングの基礎的な知識を習得

している」となっています。そのため、「一般」を目指す際にはコーチングについて勉強を

していく必要があります。一方、リーダーシップについては「新人」と「一般」とでは要

件が定められていません。 とになり す。 「新人」にはリーダーシップを求めていないないこ ま

 

交渉力
プレゼ
ン能力

コーチ
ング

対人援

ル
助スキ

コー

ネート
ディ

一般

中堅

リー

シップ
ダー

コミュ

ション
ニケー

創造性
思考

学習意
欲

法人運

務処理
営・事

すべての要件が中堅に
達したら、中堅となる

 

図 26 上位のステップに成長するためには 
 
また、より上位のステップに成長するためには、上位の要件に目を転じ、そこに定義さ

れている内容をできるようにすることが育成する上でのポイントということになります。
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図 26では、一般から中堅に成長するための内容を示しています。図中にある中堅としての

項目が 10 項目設定されています。この例で言えば、一般の職員は上位の中堅の要件をすべ

てクリアしていることが必要になるわけです。 
 

■ 成長のステップの留意点 

ここまで説明してくると、育成を考える上で「ステップ」を考えることと、それを見る

ために必要な「要件」を考えることが重要であることが非常に重要だということがわかる

と思います。この「要件」を考える上で注意すべき点があります。 
よく陥りがちな例として、この要件を精緻に作ろうとしてしまい 20 も 30 も作ってしま

うことです。そうなると実際に育成をする側もされる側も何をどうチェックし、何をポイ

ントに育成をしたらよいかわからなくなってしまいます。育成の視点から考えると 1 以下

に設定することが限度であると思いま

は、なぜこのような「精緻化の罠」に陥ってしまうのでしょうか。原因としては、人

を

に、段階ごとのステップを満たす要件の内容や基準が言語化されなければ組織と

してのまとまりがなくなりますので、「育成する側」同士が共通認識を持たなくてはなりま

せん。そのためによくおこなう手段として、ワークショップ形式で「育成する側」の職員

を全員で集め議論し合うといった方法があります。この方法であれば、要件を作る過程か

ら職員が参加しているため、定義に記載された文言の裏側や解釈まで共有化でき、組織と

しての「共通認識」が形成できると考えられます。 

0
す。 

で

チェックするのだからブレがないように「客観的」に要件を作らなければならないと極

端に考え、細かく、詳しく作ってしまうことが挙げられます。育成の視点で要件を作るの

ではなく、給与と連動させるために要件を作ろうとするとこの傾向に陥りがちになります。 
確かにそういった「客観性」も重要ですが、組織として育成をするための要件は「主観」

でいいのです。厳密にいうと、育成する者と育成される側とがチェックされる要件に対し

共通の認識を持ち、その共通認識のもとに話し合いができるようなあいまいさがあっても

かまわないと思います。 
ここでは、その「共通認識」をどうやって作るのかということが重要なポイントになり

ます。特
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■ B法人でのステップの要件の定め方 

前述したような視点で、B法人ではワークショップ形式でステップごとの「要件」を定め

ました。ワークショップは図 27の手順で実施しました。なお、B法人では入職 10 年以上ク

 
ラスの 6 名で行いました。 

人材ヴィジョンごとに
仕事の洗い出し

・個人ごとに人材ヴィジョンに合わせて、思いつく仕事
を付箋紙に書き出す

・個人ごとに人材ヴィジョンに合わせて、思いつく仕事
①

を付箋紙に書き出す

ループ化していく
・模造紙上で書き出した付箋紙を内容が近しいものをグ・模造紙上で書き出した付箋紙を内容が近しいものをググループ化②

ループ化していく

タイトル付け
・グループ化した内容に対して、タイトルをつける・グループ化した内容に対して、タイトルをつける③

 
図 27 ワークショップの手順 

 
B 法人では、人材ヴィジョンは「利用者支援者」としての 1 項目です。前述したように、

事務作業などについても全員で行います。なお、B 法人の特徴として異動を積極的に行い、

どの職員も様々なサービスができるようになっています。そういったことが前提となって

い

③では、グループ化した内容にタイトルをつけました。 

ます。 
①では、人材ヴィジョンごとの仕事の洗い出しをしています。B 法人としての仕事にはど

のようなものがあるのかを付箋紙に書き出していきます。前述したように、利用者支援の

内容、事務作業の内容が含まれてきました。 
②では、模造紙上で付箋紙の内容をグループ化していきました。付箋紙に書いた内容を

説明してもらいながら、模造紙に貼っていき、近しいと思う内容をグループにしていきま

した。 
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根気強
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係
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ド
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シップ

法人運
営・事
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コミュ
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創造性
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学習意
欲

 

図 28 B 法人が設定したステップの要件 
 

学習意欲学習意欲

創造性思考創造性思考

コミュニケーションコミュニケーション

コーディネートコーディネート

対人援助スキル対人援助スキル

プレゼン能力プレゼン能力

交渉力交渉力

コーチングコーチング

リーダーシップリーダーシップ

法人運営・事務処理法人運営・事務処理

・個人の成長、組織の成長を促す項目・個人の成長、組織の成長を促す項目

門的内容・障害者福祉にかかわる者としての専・障害者福祉にかかわる者としての専門的内容

・対外的にアピールするための能力・対外的にアピールするための能力

・部下や後輩を育成していくための能力・部下や後輩を育成していくための能力

・法人を運営すること、事務処理を行う能力・法人を運営すること、事務処理を行う能力

 

図 29 B 法人が設定した要件の特徴 

図 28のとおり、B法人では１０項目の要件を定めました。それぞれの項目には、図 29の
ような特徴があります。 
「学習意欲」「創造性思考」という項目は、職員が自ら成長していくこと、また組織として

成長するための項目となっています。「コミュニケーション」「コーディネート」「対人援助

スキル」については、精神障害者福祉にとって必要な専門的内容です。「プレゼン能力」「交

渉力」は、対外的にアピールする要件です。この項目は、B法人の組織理念として情報発信
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が掲げられており、積極的に地域社会や行政などにアピールをしていくことを求めている

ことから含まれているといえます。「コーチング」「リーダーシップ」は、部下や後輩を育

成するための育成能力ともいえる項目です。「法人運営・事務処理」については、B法人が

全体で分担していきながら法人運営や事務処理を行っていくという方針に沿ったから、職

員全体に必要な要件として掲げられています10。 
 
 

                                                  
10 B 法人では、本研究期間中においては各要件について定義するところまでは行っていま

せん。この内容については、職員の意見を尊重して決めていきたいということから日程を

設定し再度ワークショップを開くこととしています。 
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４－３ 成長をチェックするために 

職員が成長しているのかを定期的に確かめることが必要です。なお、このチェックする

点というのは、決まった期間にしか行わないというものではありません。日々の仕事の

で、常日頃から行うことが重要です。 
先に人が人を評価するのではなく、仕事振りをチェックする必要があると述べました。

そのことは、成長をチェックする視点においても同じことだといえます。つまり、育成の

対象となる方々の仕事振りをしっかりと掴む必要があります。 
そのために必要なことは、職員と密なコミュニケーションをとることです。いかに精緻

な評価対象を検討し、公平公正な評価をおこなえたとしても、それが評価される側（被評

価者）にとって納得できるものでなければ、有名無実化してしまいます。 
 

 
 

視

中
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第５章 

 
 

 
 第５章 

地地域域生生活活移移行行支支援援者者のの育育成成ににむむけけてて  
 

一部のカ

リスマ的な人材に頼る活動ではなく、一般の人材であっても育成を行うことで

地域生活移行を行えるようにするために、「コンピテンシー」の研究を行ってき

ました。本年度平成 21 年度においては、そういった人材を組織的に育成してい

くための方法論をここまで述べてきました。第 5 章では、地域生活移行支援者

をいかに育成していくのかについて考えていきます。具体的には地域生活移行

支援者の人材育成のために組織として何ができるのかについて考えた上で、活

用できる手段について紹介していきます。まずは、地域生活移行支援者を取り

巻く環境について整理した上で、組織として育成していくための方法について

整理します。 
 

 
 
 
 

 
平成 20 年度の研究においては、地域生活移行支援者の育成に際して



第５章 地域生活移行支援者の育成にむけて 

 
５－１ 組織としての地域生活移行支援者の育成「組織理念と人材ヴィジョン」 

第４章までおもに「組織としての人材育成」ということに焦点を当てて述べてきました。

５章では、これまでの考え方を前提に、地域生活移行支援者をいかに育てていくかに焦

をあてて論じていきます。 
まず、地域生活移行支援者の人材育成を考える上で重要な視点が３つあります。以下の図 

30をご覧く

第

点

ださい。 

組織理念

人材ヴィジョン

地域生活移行を

推進する実施主体

地域生活移行支援者
のあるべき姿

組織

事業目的

地域生活移行支援
のコンピテンシー

者

コンピテンシー

理想的な地域生活移行支援
を行っている人材

組織理念

人材ヴィジョン

地域生活移行を

推進する実施主体

地域生活移行支援者
のあるべき姿

組織

事業目的

地域生活移行支援
のコンピテンシー

者

コンピテンシー

理想的な地域生活移行支援
を行っている人材

 

 
ひとつめの視点は「組織」です。第２章では組織理念から人材ヴィジョンに展開するこ

とが重要であると述べてきました。地域生活移行支援について考えるとき、まず整理して

おく必要があるのが「組織」として地域生活移行支援になぜ取り組むのか、いいかえると

「組織理念」の何を実現するために地域生活移行支援を実施するのかということです。原

則的には、都道府県等が実施する「精神障害者地域移行支援特別対策事業」を受託すると

いうことは、「組織理念」を実現する手段として受託するということになります11。事業を

受託することと「組織理念」の整合が取れることで、第４章までで述べてきた人材ヴィジ

ョンに基づいた、事業ならびに人材育成の展開を図ることができるといえます。 
ふたつめの視点は「地域生活移行を推進する実施主体」です。ここでいう実施主体は都

道府県等ということになります。言うまでもなく精神障害者の地域生活移行を推進するこ

とを目的として、都道府県は「精神障害者地域移行支援特別対策事業」を実施しています。

しかし、ここで重要なのは、都道府県により「精神障害者地域移行支援特別対策事業」の、

成果の範囲とやり方が違うということです。以下に、これまでの研究成果から見えてきた

「成果の範囲」とやり方の違いに関する例をあげます。 
 
 
 

                                                 

図 30 地域生活移行支援者の人材育成のための 3 つの視点 

 
11 都道府県等が実施主体となっている場合もあります。その場合については後述します。 
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表 11 「精神障害者地域生活移行特別対策事業」の実施目的と成果範囲 
例 実施目的 成果範囲 

A 
自

多くの病院で地域生活移行に触れても

れる）。 

多くの人を退院させる 

治体 らうことで、病院に退院を考えてもらう

きっかけとしてほしい（その結果として

地域生活移行が推進さ

判断指標は「人数」 

B 
自治体 

普段の退院はこれまで通り実施し、当事

業では、退院を阻

地域生活を送るために多くの福祉的支

害する複合的解決困難

事例を対象として事業を実施する。 

援を要する人 

判断指標は「退院の困難さ」といった

「質」 

 
この例にあるように、都道府県等により「精神障害者地域生活支援事業」を実施する目

的は違うといえます。そのため、都道府県等が考える成果範囲もちがいます。この表にあ

るように、成果範囲を「人数」とするところもあれば、「質」で考えているところもありま

す。それは都道府県等ごとに地域ニーズや財政事情など様々な要因が違うためであるとい

えます。したがって、地域によって、目的が違い、成果範囲も違うということは当然であ

ると思います。 

では優

秀

なるものではありません。ただ

し、理想的な「地域生活移行支援者」の行動特性を表したものであることから、「都道府県

                                                 

ここで言いたいのは、このような違いがあることを前提として、都道府県等ごとに事業

の目的と成果範囲を考える必要があるということです12。すなわち、目的と成果範囲が違う

ということは、都道府県等により、「地域生活移行支援者のあるべき姿」も違うということ

になります。したがって、都道府県等が考える成果範囲が表中A自治体にあるように「数」

を出すということであれば、高いスキルを持った人材を配置するよりは中庸程度の人員を

数多く配置する必要があるといえますし、表中B自治体にあるように「質」を重視するので

あれば、経験豊富で高いスキルを持ったベテランを配置しなければいけないといえます。 
最後に昨年度分析を行った「コンピテンシー」についてです。昨年度の研究成果

な地域生活移行支援を行う者の行動特性を明らかにし、「コンピテンシーチェックリス

ト」として整理しました13。これは、本人のスキルを表現したもので、チェックリストにあ

る項目すべてチェックすることができれば、「地域生活移行」を推進できる力を持っている

ことができるということが言えます。ただし、ここで注意してほしいのが、このチェック

リストであげている項目は理想的な姿であり、「組織の人材ヴィジョン」「都道府県等の求

める地域生活移行支援者のあるべき姿」と必ずしも同じに

 
12 言い換えると政策評価の視点になります。本研究では、政策評価については主眼ではないの

でここでは詳しくは触れません。 
13 資料１ コンピテンシーチェックリストを参照してください。なお、昨年度（平成 20 年度）

調査報告では、全国調査の平均値を提示しています。 
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等の求める地域生活移行支援者のあるべき姿」となっている人材かどうかを判断する上で

目安の一つになると考えられます。 
以上の内容を整理すると、組織の「人材ヴィジョン」と都道府県等の「地域生活移行支

援者のあるべき姿」は合致しているか、組織の「人材ヴィジョン」の方がより高度な水準

である方が理想であるといえます。組織が都道府県等から事業を受託するにあたっては、

組織理念を達成することもさることながら、都道府県等の事業目的も達成しなければなら

ない らで

し べき姿」といったことが

起こり得ま に委 、

受託した組織が「自分たちのやりたいように都道府県等がやらせてくれない」と感じるこ

とです。このすり合わせを行うために、組織と都道府県等が、事業の目的と成果範囲を共

有

一部ととらえることができるからです。 

か す。 
て、「人材ヴィジョン」≠「地域生活移

す。都道府県等が「意図したとおり

往々に 行支援者のある

託した組織が動かない」と感じること

するための検討の場を設けて事業推進していくことが必要であるといえます14。 
いずれにしても、まずは、「組織理念」≒「事業目的」となるか確認した上で受託し、「人

材ヴィジョン」≧「地域生活移行支援者のあるべき姿」となるようにすり合わせを行う、

または、組織として考え方を整理することが必要であるといえます。「≧」としたのは、都

道府県等の求める「地域生活移行支援者のあるべき姿」は組織理念を実現するための「人

材ヴィジョン」の

これを B 法人の例でとらえてみましょう。 
 

特に

必要
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ル
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コー
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必要
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必要
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必要
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求めて必要必要
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営・事
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図 31 B 法人の人材ヴィジョン（ベテランの要件）に対する都道府県等が考える 

「地域生活移行支援者のあるべき姿」 
                                                  
14

えます。 

 すり合わせの場として、自立支援協議会やその専門部会などが制度的なものとしてあるとい

なお、都道府県直営の場合は「人材ヴィジョン」≠「地域生活移行支援者のあるべき姿」とい

ったことは起こらず、必ず「人材ヴィジョン」＝「地域生活移行支援者のあるべき姿」となりま

移行支援者のあるべき姿」ということを実現するため、

す。 

また、「人材ヴィジョン」＝「地域生活

地域の社会システムとして、複数の組織が集まり、ひとつの特定非営利活動法人等の組織を立ち

上げるという方法もあります。 
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図 31は、B法人の人材ヴィジョン（図 28 参照）と、この法人が活動する都道府県等の「地

域

生活移行支援者のあるべき姿」ということに加えて、「法人運営・事務処

理

「事

業

生活移行支援者のあるべき姿」の整合状況を整理したものです。B法人では先述したよう

に、すべての職員がここにあげている全ての要件を満たすことを求めています。これに対

し、都道府県等の「地域生活移行支援者のあるべき姿」は「法人運営・事務処理」「コーチ

ング」といった項目は重視していないという違いがあります。言い換えると、B法人では都

道府県等の「地域

」「コーチング」ができることが人材ヴィジョンを実現できる人材であるのです。 
つまり、「人材ヴィジョン」と都道府県等の「地域生活移行支援者のあるべき姿」はこの

ような関係にあるといえます。ここで「人材ヴィジョン」＜「地域生活移行支援者のある

べき姿」とならないのは、これを求めてしまうと「地域生活移行支援者のあるべき姿」を

組織的にも求めていないということになり、そうなるとそもそも都道府県等が考える

目的」を達成できないということになります。すなわち、都道府県等が実施する「精神

障害者地域移行支援特別対策事業」を受託しても、実現できないということになってしま

います。 
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５－２ 「人材育成計画」への落とし込み、「個別育成計画」への落とし込み 

人材ヴィジョンを「人材育成計画」について落とし込んでいくためには、先述したよう

に、「人材ポートフォリオ」の考え方と「成長のステップ」を整理して、展開を図っていく

ことになります。その際、重要になるのが法人内での地域生活移行支援者の位置づけです。

図 32 が図 1 と違う点としては、「人材ヴィジョン」と「組織計画の策定」の間に、「地域生

活移行支援者の位置づけ」を整理するステップが必要となります。「地域生活移行支援者の

位置づけ」とは地域生活移行支援者が法人内での役割を整理するということになります。 
 

人材ヴィジョン

地域生活移行支援者
の位置づけ

人材ヴィジョン

地域生活移行支援者
の位置づけ

組織計画の策定組織計画の策定

 
図 32 人材ヴィジョンから組織育成計画へ 

 
このことについて A 法人について考えてみましょう。 
A 法人においては、自分たちの組織理念を実現するために「精神障害者地域生活移行特別

対策事業」を受託したわけですから、自組織で地域生活移行支援者には組織理念を達成し

うるだけのスキルとモチベーションが必要だと考えていました。したがって、地域生活移

行の仕事を担えるのはケアマスターのベテランクラス以上だと考えていました。 
これは、A 法人が属する地域の状況を考えると、さまざまな関係機関の組織に影響力を持

つような人材が必要だと考えているからです。 
A 法人では、社会的入院が社会問題となっている現在においては、一度入院をした障害者

が地域生活を送るためには、医師や家族、地域住民などとの間で地域生活を行うことに対

する協力体制を構築することは必要不可欠という前提に立っています。こうした関係先に

対して影響力を持ち、時には利害が対立するような状況においても関係先を説得し、退院

につなげていくためには利用者支援を長年経験し熟練したケアマスターのベテランが必要

だと考えたとのことでした。 
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図 33 A 法人の成長のステップ 
 
ではこの A 法人の例をとって、「組織育成計画への落とし込み」を考えてみましょう。ま

ず、「人材ポートフォリオ」を考えます。A 法人の人材を考えてみます。A 法人では複数の

事業をしており、ベテランと呼ばれる人材はほぼ既存の仕事に従事しているとします。そ

うなると、新たな事業である「精神障害者地域生活移行特別対策事業」にベテラン人材を

配置するための組織としての考え方を整理する必要があります。そのための方法は２つあ

ります。 
 外部から採用する。 

たからと

言

す。そのギャップが生じている間は誰か

が

テーマを考えます。先ほどの A 法人の例でいえば、「中堅職

員」を「ベテラン職員」に成長させることが急務であるため、そういった内容が組織育成

計画に明記されることになります。 
 

１

２ 中堅職員をベテラン職員に育成する。 

 
「外部から職員を採用する」方法は本題から外れるのでここでは割愛します。「中堅職員

をベテラン職員に育成する」方法は多くの組織でとられている方法であるといえます。し

かし、この場合、大きな課題が一つ出てきます。すなわち、「中堅職員」を抜擢し

って、「ベテラン職員」の仕事がすぐできるわけではないため、組織が求める仕事ができ

るまでに時間的なギャップが生じるということで

その仕事をカバーしなくてはいけません。違うベテラン職員がフォローに入ることにな

ります。したがって、カバーする職員の負荷は大きくなるといえます。 
このような現状と地域生活移行特別対策事業以外の事業の中での他の組織全体の育成計

画と合わせて、「組織育成計画」を作成することになります。「組織育成計画」とは、組織

全体で 1 年間なら、1 年間で行う人材育成計画のことをさします。個々の職員ということで

はなく、組織全体で育成すべき
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次に、そういった組織育成計画にもとづいて、個別の育成計画に落とし込んでいくこと

になります。ここでは、まずは、組織として考慮した人材育成計画を具体的な人材育成に

落とし込みを行っていく手順について確認した上で、地域生活移行支援者の育成について

みていきましょう。 
第４章で説明した成長のステップをもとに個別に育成をするフローは図 34ようになり

ます。 
 

成長のステップに合わせて
仕事内容のチェック

できている点、できていな

・各自の仕事内容が成長のステップと比較しどのような
状況であるのかをチェックします

・自己チェックならびに、育成担当者（上司）が相互
チェックします

・各自の仕事内容が成長のステップと比較しどのような
状況であるのかをチェックします

・自己チェックならびに、育成担当者（上司）が相互
チェックします

に、「できている点」と
にします

・成長のステップと比較した際
「できていない点」を明らか

・成長のステップと比較した際
「できていない点」を明らか

い点 に、「できている点」と
にします

検討します

を洗い出し

できていない点を
育てるための手段を検討

・育成担当者が、できていない点を育てるための手段を・育成担当者が、できていない点を育てるための手段を
検討します

③

①

②

紙面に落とし込み
・育成計画として文書化します・育成計画として文書化します④

定期的に育成状況を確認 ・定期的にチェックします。
・チェックの際はステップ１に戻ります

・定期的にチェックします。
・チェックの際はステップ１に戻ります

 

程度か

を

図 34 個別育成に向けたステップ 
 
個別育成の基本となるのは、第４章で説明した成長のステップになります。成長のステ

ップが法人としての基準となりますので、個別の育成はその基準に合わせて判断していき

ます。 
①では、成長のステップと育成対象者の仕事振りを比較します。中堅のステップにいる

育成対象者であれば、具体的な仕事振りが上位のベテランのステップと比較しどの

把握していきます。 
②では、できている点、できていない点を明らかにしてきます。図 35のように、個別の

要件ごとにチェックを行っていきます。この際、できていない要件を明らかにしていきま

す。 
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職員中堅

ベテ

できている できている できていない

個別の育成方法を検討

できている できている できていない

個別の育成方法を検討

ラン 要件１ 要件２ 要件３
ベテ
ラン 要件１ 要件２ 要件３

できているかチェックするできているかチェックする

中堅 職員

 
図 35 チェックのイメージ 

 
③では、②で洗い出した、できていない点に対し、どのような育成を行っていくのかを

検討していきます。 
④では、③で設定した育成策を書面にしていきます。書面にすることにより、育成担当

者以外の人であっても育成としてどのようなことをやっているのかが明らかになりますの

で、分担や引継ぎも可能になります。 
なお、これらの作業は一度だけ行えばよいというものではないため、定期的に見直しを

行っていくことが必要になります。このようなサイクルをまわし、徐々にレベルアップし

ていくように整理していきます。 
 
地域生活移行支援者についても、基本的にはこういった手順で育成を進めていくことに

なります。加えて、図 34の②にあるできている点、できていない点を洗い出す際に、昨年

度研究成果であるコンピテンシーチェックリストを用いることもできます。コンピテンシ

ーチェックリストは、地域生活移行支援者に特化した内容となっていますので、できてい

る

成については、図 34の③、④が合致します。 

ば、フェーディング段階における注意事項を再確認したり、フェ

ー

点、できていない点をより詳細に把握することができるようになっています。その結果、

できていない点について具体的に育成を行うことが可能になります。 
個別育

たとえば、フェーディングという項目が弱かったとします。具体的には、支援者として

支援を手放せなく、引継ぎをするタイミングを図りきれていないということがわかったと

します。その場合であれ

ディング場面において熟練した職員に OJT を通じてフォローをさせたりすることができ

るというわけです。 
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５－３ 地域生活移行支援者の個別育成の方法 

ここでは、地域生活移行支援者の個別育成計画について述べていきます。昨年度（平成

20 年度）の研究で地域生活移行支援者が成長のきっかけとなったテーマとして次のような

項目があることが示されました15。 
表１２ 成長のきっかけ 

項目 詳細項目 内容 
研修・研究活動 行政による研修 

地方職能集団による研修

大学院での活動 

・ 職務として位置付けられてい

研修会、職場内での事例検討

会、研究会などへの参加 

への参加、特定の本との出会

文化団体などへの参加 

 る

自主トレーニング ・ 自費での外部の研修会・研究会

い、各種専門学校・大学・大学

院への通学、各種講演会、教養

社会的活動への参加

 

 講師としての活動 
自治体等主催の委員会 
専門職弾値としての活動

・ 講師としての講演活動や自治

体の委員会への参加等 

優れた人材との出会い 上司、先輩による OJT ・ すぐれた上司、先輩、同僚との

立ち上げメンバーへの参加 
スーパーヴァイズ 

出会いや、OJT。外部人材から

のスーパーヴァイズなど 
組織へのかかわり 法人、新組織の立ち上げ

組織変革の経験

・ 新たな法人、組織を立ち上げる

ことや、既存の組織を変革する

ような経験。

  
 

 
地域との関係の広がり 社会資源との接点

地域社会との対話

自分の施設の位置づけ確認

地域の組織化

・ 地域を巻き込んでいくような

活動の経験。 
  

 
 

 
職務の中での体験 失敗から学ぶ 

成功体験 
・ 職務を通じて成功したこと、失

敗したことか学ぶこと 
 
これらの項目は、個別育成計画を策定する上で重要な要素となります。組織ごとの地域

                                                  
15 富士福祉会(2008) 精神障害者の地域生活移行支援者のコンピテンシーモデルと育成シ

ステムに関する研究 
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生活移行支援者の位置づけによっても変わってきますが、実際の業務の中で育成するため

ここで、A 法人の例を出してみます。 

 
上記の事例は、A 法人におけるものですが、法律で規制がある中で新たなサービスを立ち

能力を育成する経験になるものと思われます。 
特に、「新規サービスが運営できるかどうかの検証」 「地域住民との

やりとり」については新規サービスならではの活動といえます。 
「新規サービスが運営できるかどうかの検証」とは「収支シミュレーション」を行うこ

とであるため、基本的な経理処理の知識が要求されます。また、「行政とのやりとり」は、

申請書類の作成や、事前調整などの事務処理能力や交渉力を要求します。「地域住民とのや

りとり」については、改善されてきているとはいえ、いまだに偏見の残る現状を直視する

経験となります。

A 法人においても検討されているように、新規サービス立ち上げの経験はいつでも

できるものではないため、そこで得られる経験を整理し、研修の中でそれを代替的に経験

できるようなプログラムが考えられます。 
では、具体的にはどのような手順で個別育成計画を考えていけばいいでしょうか？ 

のポイントであるということがあります。 

 

 

【A法人でのエピソード】 

A法人でインタビューをしている際に、特徴的な意見が集まりました。それ

は、施設長などの役職者のほぼすべての人たちから、成長のきっかけとして「新

規サービス」の立ち上げの経験が挙げられたことです。 

 

新規サービスを立ち上げる際に必要となるのは、

どうかの検証」「行政 地域住

施設の購入や賃貸」「 っ

経験のうち、新規サービスの立ち上げ時でなけ

ないかという仮説に達しました。 

 

しかしながら、新規サービスを立ち上げるこ 。

ー ミ

ラムを作成してはどうかという意見が出ています。 

「新規サービスが運営できるか

民とのやりとり」「（必要であれば）とのやりとり」「

職員の育成」とい たことです。事務局内では、こうした

ればできない経験が重要なのでは

とは容易なことではありません

そのため、新規サ ビスの立ち上げをシ ュレーションできるような研修プログ

上げていくことは誰にとっても、またどの法人においても複合的なリスク管理と問題解決

「行政とのやりとり」

 
なお、

育成をする手段は次にあげている３つの方法がその代表的なものとなります（表 12）こ
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れらの手法を組み合わせて、個別の職員をアセスメントした結果を育成計画の中に反映さ

せていくこととなります。 
計画した育成計画は先述したように、育成できたかどうかを確認する指標と水準を事前

に設定しておき、その内容をチェックすることで育成させていくということになります。 
 

材育成の手法に関する分類 表 12 人

OJT Off-JT 自己啓発 名称 

特徴 

に関連する知識や態度な こと 

勉

強会を行うなど、組織から

の指示ではないもの 

上司や先輩の指導や支援

のもとに、仕事を通じて業

仕事場から離れ、研修所

やセミナーなどを受講する

自ら本を読むことや、

務

どの業務遂行能力を高める

研修のこと 

メリ

ット 

現場で必要な知識やスキ

ことができる 

理論や知識を体系的に学

合実際の仕事を通じて学ん

でいくことになるので、仕

事との関連性が高い 

仕事場から離れて行うの

で、仕事以外の内容につい

て学ぶ

個々の社員のニーズに

わせた支援ができる 

ルをその場で学ぶことがで

きる 

ぶことができる 

デメ

リッ

ト 

しないことは学びにくい 

担当する人、環境により

か

せないことがある 

組織として職員全員に徹

底するなど重点的に取組む

内容には適さない 

現在の仕事の内容と関連 学んだ知識を現場で活

同じ職場内であっても全く

同じものとはならない 
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■ OJTのポイント 

「仕事は現場の経験で学んできた」 
このような意見を持つ方は多く、社会人の能力開発の 70％以上は現場での経験によって

説明されるといわれていま といえます。その現場で

を伝える手 ては、OJTが代表的

の 表 1 。メ

仕事を る

にとっ 。 の基本とも言われてい ある

「やっ させてみて、誉めてやらねば人は動かじ」ということを

実践す の仕事を通じてやってみせることができるのはOJTならではのことと

す 知 ぶこ  
連 とえ

ば、利 るよう で教えようとしても、人材育成の

ためだか 危険 とは道義的にでき

ません で ときの状況次第であり、コントロール

をすることは難しいといえます。また、担当する人、環境により同じ職場内であっても全

も は、 に

個人 ものもあ

る人は成 る人は、育つどころかつぶれ うこと

があり

この ト、デメリットがあります。そのため、OJT を機能させてい

くためには、その特徴をつかんだ上で計画に盛り込む必要があります。 
具体的な手段としては、前述した個別育成計画を書面化するということが挙げられます。

どのように育成するのかを明確にしておき、職員同士で共有することにより、OJT のデメ

リットである人によって教え方が異なることなどを是正していくことができます。このよ

うな工夫が必要になってきます。 
 

■ Off-JTのポイント 

す16。それほど、現場での経験は重要だ

の経験 段とし です。 
OJT メリット、デメリットは

通じて学んでいくことにな

てわかりやすいといえます

てみせ、言ってきかせて、

る上で、実際

2に整理したとおりです

ので、仕事との関連性が高

OJT

リットとしては、実際の

いことにより、育成対象者

る山本五十六の言葉で

いえま

一方

。そのため、現場で必要な

で、現在の仕事の内容と関

用者に命の危険が生じ

識やスキルをその場で学

しないことは学びにくいこ

な場面について OJT

とができるといえます。

とも挙げられます。た

らといって利用者に命の

。つまり、OJT として体験

が生じるような場面を作り出すこ

きる経験はその

く同じ

対象者

のとはならないというの

と育成担当者との間には

育成担当者の教え方は人

的な相性のような

より異なりますし、育成

るからです。ある人が育て

ていってしまうとい長するが、ある人の育て

うるということです。 
ように OJT にはメリッ

OJT が能力開発の 70%であるのであれば、Off-JT は必要がないと考えられるかもしれま

せん。しかし、Off-JT のメリットである「仕事場から離れて行うので、仕事以外の内容に

ついて学ぶことができる」といった点や「理論や知識を体系的に学ぶことができる」とい

                                                  
16 McCall et al.(1988) Developing Executives Through Work Experience. Human 
Resource Planning, 11(1):1-12. 
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う点を考えると重要性が確認できます。 
直結した内容であるからわかりやすいが、仕事と直結していな

いことは教えられないと述べています。その逆でOff-JTが仕事から離れて行うことに特徴

が ていないことからできることがあります。前述し

た

ます。 

必要だといえます。たとえば、火災発生時の危機管理方法について学んできたとし

ま

OJTの説明の際に仕事に

あります。Off-JTでは、仕事に直結し

利用者の危機的状況についてであれば、過去の事例をベースとして知識として何を身に

付けなければならないのかを確認することができます。具体的にロールプレイ17することも

できます。こういったことはOff-JTのメリットといえ

また、理論や知識を体系的に学ぶことができるのも Off-JT ならではのことです。特に、

組織として身につけておいて欲しい知識については、勤務をやりくりして全員が受けられ

るようにするなどの工夫を行ってでも実施する必要があるでしょう。 
一方で、Off-JT のデメリットもあります。学んだ知識を現場で活かせないことがあると

いうことです。いわゆる「頭でっかち」になっているという状態です。こうしたことにな

らないように、Off-JT で学んだ内容については現場で確認できるように、試す機会を作る

ことが

す。その際には、その職員に避難訓練の責任者を任せるなどの工夫が必要です。 
以上のように、Off-JT もその特徴をとらえたうえで考えていくことが必要です。 
 

■ 自己啓発のポイント 

自己啓発が OJT、Off-JT と最も違う点が、自らの自主性によっている点です。つまり、

職員がやる気を出さなければ始まらないということになります。そのため、組織として必

ず学ばせなければならない内容については、自己啓発に頼ることは難しいといえます。 
民間企業においては、自己啓発に対しては、補助金などを出しているケースが多くあり

ま

もあり

ま

ることが可能となります。 
員のやる気をいかに刺激するかが自己啓発のポイントといえます。 

 

す。たとえば、何らかの公的資格を取得したようなケースにおいて資格取得支援金のよ

うな形で支援するという形です。また、職務免除などの仕組みを用意していること

す。このような支援策を講じることで、ある人は経理について勉強したいと思っている、

ある人は認定精神保健福祉士の資格を取りたいと考えているというように職員によって異

なるニーズがある場合においても支援金や仕事上の配慮という形でやる気を持ってもらう

ことができ、同時にニーズをかなえ

職

 

                                                  
17 ロール（役）になりきり、状況をシミュレーションすること 
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第６章 組組織織ととしして

 
 
 
 

第６章 

て人人材材育育成成ををすするるこことと  

 

小さいと想定していました。しかしながら、研究を進めてみると、確かに法律

れ以外の要素も絡みあい、結果的には各法人で別々の

課題が抽出されています。 

ります。いずれのパ

あるべき姿

のミスマッチ」を防ぐ手段であるといえます。また、そういったシステムがな

い地域でも、ミスマッチを防ぐために、関係機関と方向性のすり合わせを行っ

ていくことは重要な課題であるといえます。 
 
 

 
 

本研究事業を実施した感想を各法人よりいただきました。それぞれの法人で

は、独自の課題を抱えており、それが研究事業を通じてどのように変化したの

かを述べています。当初は、法人により問題点というのは近しいものであるの

ではないかと想定していました。それは、精神保健福祉の分野が法律（障害者

自立支援法）により規定されているところが大きいことから、法人ごとの差は

の影響もありますが、そ

人材育成を進めるに当たり、実際に直面した問題を紹介していますので、実

務上の課題についても確認できると思います。実際に行動に移す際の参考にな

ろうかと思います。 
地域生活移行支援者の人材育成についても、今回の研究で地域による違いが

指摘されました。そのひとつのポイントは「地域社会でのシステム化」です。

第 5 章で示したように、組織の「人材ヴィジョン」と都道府県の考える「地域

生活移行支援者のあるべき姿」が合致することが事業目的を達成すること、人

材育成を行うことで不可避です。その合致を必然的に作るのが「地域システム」

といえます。地域によっては、ワンストップ型のセンターを都道府県主導で作

ったり、独自の NPO 法人を立ち上げたりということがあ

ターンでも、人材育成の視点で見れば、そういった「ヴィジョンと
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６－１ 各法人からの研究を経ての感想 

今回の研究事業に際し、研究協力法人からは以下のような感想をいただいています。 

 富士福祉会 

 
■

理事 清水 孝代 
 

富士福祉会は、生活支援にかかわっていられるさまざまな地域の支援者の協力をいただ

3 年間にわたり「精神障害者の地域生活移行を推進する者の人材育成」に関する

1 年目は退院から地域生活の安定までの支援の経過に着目し、成功

事例を分析・調査する中で、地域生活移行支援者のコンピテンシーを明らかにした。2 年目

はベテラン職員によるコンピテンシー項目を整理し、アンケート調査をもとにしたベテラ

ン職員と新人職員によるインタビューを実施した。そして 3 年目の研究では、2 年間の成果

物を基本に、組織としての地域生活移行支援者の人材育成に視点をあてた研究を進めた。 
今回の研究のまとめにあたり、地域生活移行支援者に求める役割は地域の実情によって

もかなりの違いがみられた。例えば東京の退院促進支援事業は、東京都外の病院に入院し

ている精神障害者が居住地域に戻るための退院支援（広域事業）にも取り組んでおり、障

害の特性により退院困難な実情を抱える方のリスクマネジメントを視野に入れた支援等が

求められる。東京は 12 か所の退院促進コーディネイト事業を委託しており、当会は 2 年前

に「退院促進コーディネイト事業」を東京都より受託し、ベテラン職員複数名を配置して

地域生活移行支援を進めている。個別支援のみであれば新人職員の配置は可能である。し

かし、東京には地域支援システムが作られていないこと。そして法人としては、法人の使

命である『障害者が安心して生活できる地域つくりの実現』を目指して、「退院促進支援事

業」をツールとした取り組みを実施するため、利用者のニーズ把握と環境調整（社会資源

の開拓とあらたなネットワークつくり）およびリスク管理が可能な職員を配置している。 
組織にとって職員の育成は重要な事項であり、『人財育成』である。これまで当会では、

本研究事業を実施する以前 」－「育成」－「処遇」の一体的な運営を図るため

に人事管理システムの検討 た。法人理念のもとで、より質の高い支援を提供す

るためにも職員の育成は組織にとって欠かせない要素である。今回の作業は、さらに“利

用者の支援を行う人材（ケアマスター）”と“スタッフ（職員）の管理を行う人材（マネジ

ャー）”を大別し、『求める人材』を整理することができた。当会が地域生活移行支援者に

求める人材は、ケアマスターとマネジャーの両面が担える人材の育成である。今回の研究

活動をとおして、自分たちの組織文化にあった人材（人財）育成システムを自分たちの手

で作成することが組織の活性化にも繋がるのだと思えた。 

きながら、

研究に取り組んできた。

より「評価

を進めてき
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■ 多摩棕櫚亭協会 

理事長 天野聖子 
 

精神障害者を地域で支えようと古い一軒家の小さな共同作業所からス

タートしている。当初は 3 人の職員だったが、22 年たった今では常勤 19 名非常勤 18 名に

なり、事業所も 6 か所になった。利用者のニーズに応えて施設を増やし

れていたが、5 年前当初の設立者 4 名が 50 代半ばになったとき、次世代継承をテーマに組

織

か

多摩棕櫚亭協会は

日々の業務に追わ

改革を行ってきた。施設長の交代や次世代への幹部登用を行い、5 年かけてやっと次世代

経営幹部体制の形ができたところである。創設者の定年退職も始まっておりそのうちの一

人である現理事長の退職は 3 年後と決定している。しかし次世代がまだ 30 代後半であり、

現場比重が高いためこれをどう実質にしてゆくかが法人の大きな課題であった。準備して

きたつもりであったが年齢と経験の差は思ったより大きく、今後の組織経営を考えるには

心もとないのが現状であった。一方で若い職員一人一人の成長をどう促すか、人材育成の

明確な基準がなく、個人の資質に頼りがちな現状をどう変えていくのかという課題も大き

った。人材育成の取り組みとして目標管理シートも数年前に行ったが、これを人事評価

に反映させていいのかどうかという議論に結論が出せないまま中途半端に終わっていた。

こうした状況であったので今回の研究への参加は、私たちにとって大変タイムリーな機会

だった。 
成長のステップについて基準を作る作業は当法人の現状に合わせて自分たちの言葉で作

成してゆくという所に大きな意味があり、特に幹部職員に加え次々世代を巻き込んでのコ

ンピテンシーモデル作りは良い学習の機会になった。やはり専門家のアドヴァイスと指針

は必要で、放置すると勝手に話が広がってゆき、本質的になったまま時間切れになるとい

う私たちの弱点が修正され、形あるものにまとめてゆくという流れができた。期待にたが

わずこの成長のステップから人材計画作成、目標管理シート作成へと向かえそうな基本的

な基準ができつつある、これは法人の人材育成にとって非常に有意義な体験であった。 
当初、新しいやり方で考えてゆくことに戸惑っていた私たちにこの機会を与えてくれた

富士福祉会に感謝します。 
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■ 多摩棕櫚亭協会 

所

づくりは今始まったばかりです。組織は生き物ですから、いつまでも同じまま

で

長 小林 由美子 
 
富士福祉会・研究事業への参加は、今回で２回目です。昨年の研究事業ではじめて「コ

ンピテンシーモデル」という言葉を知り、「職人芸」をよしとしてきた福祉の分野にとって

は新鮮な言葉だなぁと感じた事を覚えています。 
私たちの法人は長い間、創設先代の職員が中心となり、組織を運営し大きくしてきまし

た。そういう意味では正に、熟練した職人達に支えられてきた組織でした。しかし、その

職員たちが定年退職等の理由で一人一人と抜ける中、次の組織をどう作り、職人達の技を

どの様に伝承していくのか？が私たちの大きな課題となっていました。 
そこで今回の研究では、各職員のインタビューから「成長のステップ」、「法人のコンピ

テンシーモデル」を導き出し、それらをクロスさせ人材育成計画の作成に取り組みました。

今までなんとなく感じていた事、行っていた事を言語化し、組織のひとつの仕組みできた

事は大きな収穫となりました。 
この作業をきっかけに、私たち次世代が今しなければならない事は、創設世代の活動を

検証、言語化し、まずはわかりやすい形として他の職員に見せていくこと、そして必要で

あれば変えていく事なのではないかと感じました。 
次の組織

はあり続けることは難しい、「何を残し何を変えていくのか？」「リーダーシップの在り

方は？」まだまだ手探りは続きそうです。 
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■ 富山県精神保健福祉協会 ゆりの木の里 

        統括施

副統括施設長 山本 純子 
 

再編した。しかしこの時期を

境

しいも

の

をいただけた事が力となり、先ずは現状を真摯に受け止

め

務は全てにおいて利用者が主役であ

る

当法人は、今回の経験をふまえ、サービス支援機能の専門性を高めより円滑に事業運営

が行えるよう、新年度に向けて組織を見直し、法人が求めるスタッフの役割像を明確にし

ていく作業を行なった。新たに迎え入れる数名の新入職員とともに、スタッフそれぞれが

『私はゆりの木の里で何をする人なのか』を問いながら、利用者と元気に日々の活動を展

開してくれることを大いに期待したい。 

設長  濱﨑 邦正 

当法人は平成９年から精神障害者の社会復帰施設として運営を開始、平成１９年には障

害者自立支援法にもとづくサービスを提供する事業所として

に若手中堅職員の離職が顕著となり、一方で、近い将来のリーダー層世代交代を見据え

た人事の検討も必要な時期に向かっていた。 
このような状況の中、富士福祉会様の『人材育成』を切り口とした研究事業に参加させ

ていただいた。インタビュー調査等から導き出された当法人の状況は予想以上に厳

であった。このことすらスタッフに浸透していなかったのか！と、伝承の儚さに愕然と

する一方で、中堅層が手薄でモデリングにも事欠く若手スタッフの狼狽や不安への対応に

もっと配慮すべきだったと、気付かされた。 
幸いにも、今後に向けての助言

ることから出発、職員研修会で報告をして現状の共有化を図った。その後、中堅スタッ

フを中心に、２グループに分かれて成長のステップについてのワークショップを開催、活

発な意見交換が行われたとの報告を受けた。通常の業

が、今回に限ってはスタッフひとり一人が主役になった点でこのワークショップの意義

は大きかったと思われる。また、この作業をとおして、中堅スタッフの役割意識と指導力

の高さを再認識できた。 
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６－２ 事務局および委員名簿 

【委員】 

所属 氏名 

 

特定非営利活動法人 埼玉県障害者相談支援専門員協会 菊本 圭一 

社会福祉法人マインドはちおうじ コムセンター 妹尾 和美 

社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会 （しゅろてい）  なびぃ 小林 由美子 

東京精神保健福祉士協会 佐藤 妙 

社会福祉法人富山県精神保健福祉協会  ゆりの木の里 山本 純子 

社会福祉法人 富士福祉会 星野 久志（主任・事務局）

社会福祉法人 富士福祉会 清水 孝代（副主任・事務局）

社会福祉法人 富士福祉会 矢野 直子 

社会福祉法人 富士福祉会 鈴木 千春 

社会福祉法人 富士福祉会 江渡 三枝子（事務局） 

株式会社 浜銀総合研究所 東海林 崇 

株式会社 浜銀総合研究所 橋本 諭 

【研究協力者】  

東京都立多摩総合精神保健福祉センター 広報援助課 向山 晴子 
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ああととががきき  
 
精神保健福祉は今転換期を迎えています。「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する

検討会報告書」にも障害福 ビス等の拡充として、研修事業の充実 じて、相談

支援専門員をはじめ相談支援を担う人材の養成とその資質の向上を図るべきである18」とい

ったことが示されています。また、昨今の福祉行政を振り返ってみても、福祉人材の育成

が急務であることが課題として出されています。そのために、国や職能団体（精神保健福

祉士協会）などによる研修体系の整備が進められています。 
では、そのような「人材育成」は研修制度を充実させればいいのか。 答えは否です。

こ 実践家は の中で

「研修」はむしろ補完的な部分を担っており、多くの場合、実践の場での経験が大きなウ

ェイトを占めているというものです。 
 

で切り開い また、

社会的入院という人権侵害を目の当たりにして、自らが切り開いていかなければならなか

ったといえます。その中で成功と失敗を繰り返し、自らを向上させてきたのでしょう。 
では、ひるがえって現在の精神障害者支援の現場で働いている人材を見てください。多

くの前述したような先駆的な実践家から聞かれる言葉として「向上心がない」「すぐやめる」

とい ります。そ くその通りといえる一

働いている時代の違いも考えなければならないのではないでしょうか。 
芽を出し始めた 1980 年代は、そもそも社会資源すらなく、

病院から精神障害者が地域に出るための仕組みを作る草創期であったといえます。それか

ら りなりにも自立支援法により「精神保健 として

の明確な定義を手に入れ、退院促進支援事業（地域移行特別対策支援事業）により病院の

社 位置づけができてきました19。つまり、

もそもの仕組みを切り開く人材が必要であり、それができる人材が生き残ってきたのに対

し、

るのではないでしょうか。 
また、「草創期」と「現在」とでは組織形態も様変わりしてきていています。「草創期」

の多くが作業所という形態から出発していることから、小規模（従業員が多くて５人程度）

な組 す。しかし、現在は複数の事業をもち、多くの従業員を抱える

法人（組織）も増えています。このような物理的な変化が訪れています。 

 

祉サー 等を通

れまでの研究を通じて得られた知見のひとつに、多くの 成長のきっかけ

多くの先駆的な実践家はこのような「経験」を自らの手 てきました。

った声があ れはおそら 面はあるでしょう。しかし、

精神保健福祉が日本でやっと

数十年経過し、現在は曲が 」が「福祉」

会的入院を解消するための 「草創期」の人材はそ

「現在」は今ある仕組みを前提に対象者により充実した支援を行うことが求められてい

織が多かったと思いま

                                                 
18厚生労働省(2009 年)「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会報告書」p46 
19 いうまでもなく、不備な点は多々あると思うが、数十年前と比較したら大きな進歩であると思う。 
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今回、我々は人材育成に焦点を当て、その責任は法人が負うべきであるという基本的な

考え方に立っています。それは、前 家からは、お叱りを受けるかもし

れません。しかし、社会的な変化の 精神障害者に対するよりよい環境

を提供するための現時点での有効な解決策としては、よりよい人材を輩出していくこと、

そ

りもよいものにな

る

のではないか、欠点ばかりが目に付いて

しまうのではないかと躊躇することもありました。しかし、研究対象施設から、「少しでも

前

汗

を

述した先駆的な実践

真っ只中に居る中、

して法人として人が育つための仕組みを持つことであると考えています。 
本研究の最中、平成 21 年夏には歴史的な政権交代が起こりました。そして、厚生労働大

臣自ら「自立支援法の廃止」を明言しています。良し悪しは別として、またもや政治によ

り障害者や障害者の支援者の環境は変わろうとしています。しかし、どのような事態とな

ろうとも、志を持った人が精神保健福祉の分野を目指し、適切な成長の機会を得て、やり

がいのある仕事をしてもらうことができれば、障害者の環境は必ず今よ

と信じています。 
 
本報告書は、完全・完璧な事例を紹介したものではありません。紹介することにより、

研究対象法人にとって不利な情報となってしまう

向きな思いや、実践が同じ志を持った方のお役に立つのではないかと考えています」と

いう積極的な意見をいただきました。そのため、個別の発言内容等かなり率直な記述にな

っています。できないながらも努力している姿、障害者によりよい環境を与えるために

かいている姿を思い浮かべながら読んでいただけたのであれば幸いです。 
なお、今回の研究を通じ読者の方々にお願いをしたいことは、報告書の内容を少しでも

実践して欲しいということです。一つひとつの法人では、細々とした取組であったとして

も、協力して進むことで大きなうねりとなるものと確信しています。 
 
最後に、本研究に当たりご協力いただきました皆様に改めて感謝申し上げます。 
 

平成２２年３月吉日 
社会福祉法人 富士福祉会 

研究事務局一同 
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地域生活移行支援者のコンピテンシーチェックリスト 
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外部研修の活用 

人材育成に関しては、外部機関を積極的に利用することもひとつの手です。ここでは、

複数の視点から人材育成に使える外部機関を紹介します。 
 

■ 行政により行われている研修 

本研究において、地域ごとに実施されている研修内容を把握する目的から、各地域の「精

神保健センター、精神福祉保健センター等」にアンケート調査を行いました。その結果、

12 センターより回答をいただきました。 
研修内容のうち、いくつかをピックアップし紹介いたします。 
 

表 13 行政で行われている研修（一部抜粋） 
研修名 概要 

精神障害者の就労支援研修 精神障害者の就労支援に関わっている行政・教育関係機関職

員、就労支援相談機関職員、その他精神保健福祉関係機関職

員を対象に精神障害者（統合失調症を中心に）就労について

の現状と課題を示しながら、今後の支援のあり方を検討する

精神障害者通所サービス系

事業所職員研修 
精神障害者通所サービス系事業所の所長クラス等リーダー的

職員を対象に施設の運営管理者に必要とされるマネジメント

能力・技術とは何かについて学ぶ 
教職関係機関職員研修 教育関係者（小･中・高・特別支援学校教員、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ、教

育相談担当者）を対象に発達障害や精神障害がある児童・生

徒たちに対する「ＩＣＦを活用した支援」について体験的に

学ぶ 
職業リハビリテーション推

進 
復職支援に関わる事業所、医療、保健、労働、福祉、行政等

関係機関、当事者、家族等に対して職場におけるメンタルヘ

ルス対策を学ぶ 
 
上記のように行政で行われている研修には、専門知識を高めるための研修や、職員の基

礎的なレベルアップを行うもの、特殊な環境（学校など）における知識向上を目指すもの

などが調査の結果見て取れました。 
毎年、何らかの研修を行っているということですので、近くのセンターに問い合わせを

行い積極的に活用していくことが望ましいといえるでしょう。 
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士協会 ■ 精神保健福祉

専門職業団体においても研修を提供しています。ここでは、精神保健福祉士に関する研

修を紹介します。 
精神保健福祉士に関係する団体は、図 18のとおり、全国組織・地区支部組織・地方組織

ュニティがあることもあります。この中で、主に

研修を実施するのは全国組織と地域組織になります21。 

20があります。地域によっては、地域コミ

研修の体系としては図 36のようになっています。 
 

全国組織全国組織

地区支部組織
支部等）（東京

地区支部組織
支部等）

地域組織
（東京協会等）

（東京

地域組織
（東京協会等）

ティ地域コミュニ
（八王子、青梅等）

地域コミュニ
（八王子、青梅

ティ
等）

自主学習
基幹研修１：入会３年未満を対象にしたもの(支部組織に委託)
基幹研修２：入会３年以上で基幹研修１を受講したもの対象

内のもの対象
新する

研修認定精神保健福祉士として が認定する

基礎研修 ：構成員ハンドブックを用いた

基幹研修３：基幹研修２を終了し、原則３年以
更新研修 ：５年ごとに実施し修了者は認定を更

、協会

そのほかに、課題別研修や養成研修がある

基礎研修 ：構成員ハンドブックを用いた自主学習
基幹研修１：入会３年未満を対象にしたもの(支部組織に委託)
基幹研修２：入会３年以上で基幹研修１を受講したもの対象

内のもの対象
更新する

研修認定精神保健福祉士として

基幹研修３：基幹研修２を終了し、原則３年以
更新研修 ：５年ごとに実施し修了者は認定を

、協会が認定する

そのほかに、課題別研修や養成研修がある

各組織において、独自にセミナーなどを開催

東京協会の場合には、研修委員会を設置し年間４～５回程度
の研修会を実施

各組織において、独自にセミナーなどを開催

東京協会の場合には、研修委員会を設置し年間４～５回程度

≒≒

やかな
ながり

の研修会を実施

以前から、精神病院

各地域ごとの精神福祉にかかわる地域のコミュニティ

精神保健福祉士という資格が整備される
のネットワーク内で成立したものもある

コミュニティごとに異なるが、勉強会を開催したり、情報交
換を行っている

各地域ごとの精神福祉にかかわる地域のコミュニティ

精神保健福祉士という資格が整備される以
のネットワーク内で成立したものもある

緩
つ

緩
つ

前から、精神病院

換を行っている
コミュニティごとに異なるが、勉強会を開催したり、情報交

やかな
ながり

図 36 精神保健福祉士協会の関係図 

 

                                                  
20

の組織となっているところと、同じ組織で兼ねているところがあります。

には地区支部組織が主催

していることがあります。 

 地区支部組織と地域組織については、設立の経緯が異なっています。地域によって、別々

 
21 全国組織が主催する研修を地区支部組織に委託しており、実際
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日本精神保健福祉士協会では以下のような考え方のもと研修

を実施しています22。 

 
全国組織で行われている研修としては、「基幹研修」があります。基幹研修は、協会認定

の「研修認定精神保健福祉士」となるために必要な研修となっています。基幹研修は、１

～３のシリーズとなっており、順々に受講する必要があります。基幹研修３を受講するこ

とで「研修認定精神保健福祉士」として認定されます23。 
課題別研修は、生活保護やケアマネジメントなどの特定分野に関するテーマ別の研修で

す。養成研修は、特定のテーマに基づくエキスパートを養成する研修です。受講要件は、

研修認定精神保健福祉士であることであり、養成テーマごとに所定経験年数を満たすこと

が別途必要です。 

 
全国組織である社団法人 

 

 

私たちは、精神保健福祉士としての専門的諸活動が、国家資格に基づく最低限の質

に倫理・資質の向上を図ること

 

の担保とともに、専門職としての生涯に渡って続けられる研鑽によるものであるとい

う認識を有しています。本協会は、専門職団体として、こうした研鑽の機会をより多

くの構成員に提供し、職務に関する知識・技術ならび

を目的として本制度を創設することになりました。

                                                  
22 出典: http://www.japsw.or.jp/ugoki/kensyu.htm 
23 認定は「精神保健福祉士」の有資格者のみです。 
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